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第３部 第四次川越市環境基本計画 

第３部 第四次川越市環境基本計画 

 

 

 

（川越市生物多様性地域戦略・第二次川越市環境教育等行動計画を含む） 

 

第４章 計画の目標 

１  望ましい環境像 

２ 環境目標 

３ 施策の体系 

４ 環境指標と目標値について 

 

第５章 施策の展開 

環境目標１ 地球環境にやさしく、豊かさを実感できる、二酸化炭素排出を実質ゼロにするま

ちを実現します   「脱炭素社会の実現」 

環境目標２ ごみを減らし循環を促す、持続可能な形で資源を利用するまちを実現します 

「循環型社会の実現」 

環境目標３                         

自然を守り育み、ともに生き、次の世代に引き継ぎます   「生物多様性の保全」 

環境目標４ 健やかな暮らしのできる環境を確保し、市民の健康を守ります 

 「安全・安心な生活環境の保全」 

共通目標   

 市民、事業者、民間団体との協働により、地域の魅力を生かし、快適に暮らせるま

ちを実現します   「地域づくり・人づくり」 

 

第６章 重点プロジェクト 

重点プロジェクト１ 脱炭素につながる暮らし・事業活動の普及プロジェクト 

重点プロジェクト２ サーキュラーエコノミー（循環経済）推進プロジェクト 

重点プロジェクト３ 生物多様性や地域資源の見える化・活用プロジェクト 

重点プロジェクト４ 環境施策を支える基盤づくりプロジェクト 

重点プロジェクト５ 環境施策を支え実践する企業づくりプロジェクト 

 

 

川越市生物多様性地域戦略 

川越市生物多様性地域戦略 
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第４章 計画の目標 
 

１ 望ましい環境像 

第四次計画における望ましい環境像は、第三次計画を踏襲し次のとおりとします。 

なお、ここで示す環境像は、国の環境政策の最上位目標として掲げているウェルビーイングの実

現に向けて、本市が目指す長期的展望として位置付けます。 

 

■望ましい環境像 

みんなでつくる自然・歴史・文化の調和した 

人と環境にやさしいまち 

 

私たちの生活は、科学技術の発展とそれを応用した産業生産力の増大により豊かで便利になっ

た一方で、開発による自然環境の破壊や限りある資源やエネルギーの大量消費など、環境負荷の

大きい大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会システムを生み出しました。 

このような生活や生産活動は、地球温暖化や地球温暖化が原因と考えられる気候変動とそれに

伴う災害、生物多様性の損失や汚染、水・食料・エネルギーの枯渇問題など多様な問題を生じさせ

た要因の一つとして考えられています。 

また、人口減少や少子高齢化の進行は、担い手不足による農地や雑木林の荒廃リスクの高まり

という問題にもつながっています。 

 

本市が有する豊かな農地や河川、先人から受け継いできた歴史・文化は何ものにも代えがたい

地域の宝です。この地域の宝を将来の世代に引き継ぐためには、これまでの生活や生産活動を見

直し、持続可能なまちづくりやライフスタイルへの転換が重要となっています。 

 

望ましい環境像の実現に向けて、本市は「環境」「経済」「社会」の統合的向上や自然と人との「共

生」、地域と地域の「共生」を目指す取組を市、市民、事業者及び民間団体の協働のもと進めます。 

 

  

ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。
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■望ましい環境像のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなでつくる自然・歴史・文化の 
調和した人と環境にやさしいまち 

市街地や駅周辺では、
自転車や公共交通機関
の利用が進 
んでいます 

ウェルビーイングが実感
できる暮らし方が普及し 
ています 

気候変動リスクへの備え
が普及しています 

公共施設において先導的な取組
が進んでいます 

市 役 所 

先人から引き継がれた 
大切な歴史遺産や景観 
が保全・保護されて 
います 

美化活動や環境保全活動が 
積極的に行われています 

 
災害に強いまちづくりが
進んでいます 

原材料の調達から資
源化まであらゆる段
階でサーキュラーエ
コノミーへの転換が
進んでいます 

樹林地や農地などが保全 
され、そこに生息・ 
生育する生き物 
が守り育まれ 
ています 

多様な世代の人 
が生き物調査 
に参加し、 

生物多様性への理解 
が進んでいます 

まちなかに緑が 
あふれています 

大気や水環境が守られ、安
全・安心な生活環境が維持
されています 

誰もが環境の大切さについて 
学ぶことのできる学習の場 
や機会が充実しています 

多様な媒体により環境の
情報や取組状況が発信さ
れています 

望ましい環境像 

市ホームぺージや
各 SNS 等 

ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。
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２ 環境目標 

第四次計画では、望ましい環境像の実現に向けて、令和１７（２０３５）年を目標とした４つの環境

目標と１つの共通目標を設定するとともに、その達成に努めます。なお、各環境・共通目標について

は、施策を展開するに当たっての「キーワード」を設定しています。 

 

■ 環境目標１ 

地球環境にやさしく、豊かさを実感できる、 

二酸化炭素排出を実質ゼロにするまちを実現します 「脱炭素社会の実現」 

地球温暖化は、二酸化炭素をはじめとする大気中の温室効果ガスが増加することによって引き

起こされるものであり、既に国内外や本市においても猛暑や豪雨の頻発・激甚化など様々な影響が

確認されています。地球沸騰の時代と言われる深刻な環境危機に対応するには、経済発展や生活

の質を維持・向上させながら、同時に温室効果ガスの排出を削減するライフスタイルへと転換し、脱

炭素社会・カーボンニュートラルを実現することが重要です。 

今後も家庭や学校等、日々の暮らしから生産、流通、販売等の事業活動に至るまで率先して地

球温暖化防止に取り組む活動の輪を広げていき、猛暑や豪雨対策など避けられない影響への対策

も進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 環境目標２ 

ごみを減らし循環を促す、 

持続可能な形で資源を利用するまちを実現します   「循環型社会の実現」 

従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会

システムは、環境に大きな負荷を与えた結果、地球

規模での深刻な環境問題を引き起こしました。 

廃棄物の問題の解決には、こうした線形経済か

ら、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効

利用するサーキュラーエコノミーに移行するための

施策を講じていくことが重要です。また、一人ひと

りのライフスタイルや事業者の経営姿勢等におい

ても、ごみを減らしていく行動を促進していく必要

があります。 

■サーキュラーエコノミーへの移行イメージ 

出典：脱炭素ポータル（環境省） 

■カーボンニュートラルの実現イメージ 

出典：令和 3 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 

（環境省） 

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。
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廃棄物等の発生・排出抑制や資源化の促進、適正な処分の実施などにより、新たに採取する資

源をできるだけ抑制・循環させ、環境負荷を可能な限り低減する循環型社会の構築を目指します。 

 

■ 環境目標３ 

自然を守り育み、ともに生き、次の世代に引き継ぎます 

           「生物多様性の保全」 

自然環境は、ひとたび大きく改変されると、元の状態へ回復するまでに長い時間が必要となりま

す。私たちが生きる現代は「第６の大量絶滅時代」とも言われるほど生物多様性の損失が大きく、そ

の主な原因は私たちの活動による影響と考えられています。 

武蔵野の面影を残す雑木林をはじめ、湧水といった特徴的な自然、それらに生息する身近な生

き物は、本市のまちの魅力であり心にやすらぎを与えてくれます。 

これらの自然を次の世代に引き継ぐには、ネイチャーポジティブの実現が重要です。都市的土地

利用と自然環境的土地利用の計画的な推進により、豊かな生物多様性の損失を食い止め、その恵

みを将来にわたって享受できるよう守り育むことで自然との共生を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 環境目標４ 

健やかな暮らしのできる環境を確保し、市民の健康を守ります 

「安全・安心な生活環境の保全」 

安全・安心な生活環境を守るため、大気環境や水環

境の保全や化学物質等の対策が継続して進められてい

ます。一方で、プラスチックによる海洋汚染など人の健康

や生活環境に影響を与える可能性のある新たな課題へ

の対応も求められています。 

身近な生活環境における大気環境の保全、水環境の

保全及び化学物質等の対策を実践し、さらに国、県等の

情報を収集することで、安全・安心な暮らしを確保し、市

民の健康を守ります。 

  

出典：ネイチャーポジティブポータル（環境省）

■ネイチャーポジティブの実現イメージ 

川越市生物多様性地域戦略 

水質調査の様子 

ネイチャーポジティブ（自然再興）
テキスト注釈
生物多様性の損失（悪化）を反転させ、自然を回復軌道に乗せること。令和5（2023）年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」において、令和12（2030）年までにネイチャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。

第6の大量絶滅（時代）
テキスト注釈
人間活動によって引きこされている現在の生物の絶滅のこと。過去に地球上で起きた生物の大量絶滅は5回あったといわれており、これらの絶滅は数万年～数十万年の時間がかかっているのに対し、現在の絶滅は過去とは桁違いの速さで進んでいることが問題となっている。
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■ 共通目標 

市民、事業者、民間団体との協働により、地域の魅力を生かし、快適に暮ら

せるまちを実現します                    「地域づくり・人づくり」 

「小江戸」と呼ばれる本市は、自然と一体となった歴史

的建造物や町並み、文化財が残っており、多くの観光客

が訪れる魅力を有しています。こうした地域の魅力を大

切に守り、地域の特性に応じた景観を形成するとともに、

道路交通の円滑化や災害対策を充実させ、快適な都市

環境を創造します。 

また、幼児から大人まであらゆる年齢階層に応じて、

自主的かつ主体的な環境活動を実践していくために、

ESD の視点を取り入れた環境教育・環境学習の推進を

図ります。 

これからも、市民、事業者及び民間団体の各主体との協働による地域づくり・人づくりを推進しな

がら、地域循環共生圏の実現を目指します。 

 

 

 

 

  

TOPIC 未来の私たちのまちの姿、地域循環共生圏 

地域循環共生圏とは、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分

散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し、支え合うことで、地域の活力が最

大限に発揮されることを目指す考え方のことです。 

本市は県内有数の広さの農地や社寺・史跡、多様な生き物が生息・生育する伊佐沼や平地林

など多数の地域資源を有しています。これらを活用して観光客の誘致や環境を担う人材を育成

するなど、都市部や近隣地域と連携しながらヒト・モノ・カネ・情報の循環を促し、持続可能なまち

づくりを進めて行くことが重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本市における地域循環共生圏のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市部 

・都市機能等の集約 

・良質な住環境の形成 

・地域資源の発掘・整備 

・観光の場の提供 

・地域商品、サービスの提供 

・観光の場への滞在 

・地域商品、サービス 

の購入 

Ｉターン 

Ｕターン ・環境教育の推進 

・環境保全活動の推進 

・環境に配慮した事業活動の推進 

・地産地消 

・地域商品、サービスの開発 

好循環 モノ 

ヒト 

カネ 

かわごえ環境フォーラムの様子 

川越市生物多様性地域戦略 

ESD（イーエスディー）
テキスト注釈
「Education for Sustainable Development」の略称で、持続可能な開発のための教育のこと。現代社会の問題を自らの問題として主体的に捉え、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保できるよう、身近なところから取り組むことで、問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたらし、持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学習・教育活動のこと。

地域循環共生圏
テキスト注釈
各地域が有する地域資源（自然、物質、人材、資金など）を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことで、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方のこと。

平地林
テキスト注釈
平地にある森林のこと。市内のまとまった平地林は、江戸時代以降に畑地の開墾と併せて人工的に木を植えつくられている。
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社会情勢など 

 SDGs の達成への貢献 

 ２０５０年カーボンニュートラルの実現 

 ネイチャーポジティブの実現 

 サーキュラーエコノミーへの移行に向けた課題

（プラスチック問題、食品ロス問題等）への対応 

 将来的な少子高齢化への備え 

 DX の促進 

 生活様式の変化、ウェルビーイングへの対応 

など 

市の環境面における主な現状・課題 

 小江戸かわごえ脱炭素宣言の実現 

 サーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組強化 

 緑や生物多様性の保全・活用 

 良好な生活環境の継続的な維持 

 川越らしい景観・町並みの保全 

 第三次計画の進捗を踏まえた施策や指標の見

直し など 

アンケートなどから見える主な現状・課題 

【市民】 

 関心の高い環境問題である、集中豪雨など

の極端な気象や夏場の高温化への対応 

 満足度が低い自然とふれあう場や機会、環

境情報を目にする機会などへの対応 

 普及が進んでいるごみの分別やマイバッグの

持参、省エネ行動などの継続と、取組が進ん

でいない再生可能エネルギーの導入やボラ

ンティア活動などへの対応 

 「デコ活」や３０by３０など知られていない環

境用語の啓発 など 

【事業者】 

 普及が進んでいるごみの分別や省エネ行動

などの継続と、取組が進んでいない再生可能

エネルギーやエコカーの導入などへの対応 

 機会があれば他団体等と連携して活動した

いと思っている事業者は約半数 など 

■望ましい環境像の実現に向けた方向性 

望ましい環境像 

みんなでつくる自然・歴史・文化の調和した人と環境にやさしいまち 

地球環境にやさしく、豊か
さを実感できる、二酸化
炭素排出を実質ゼロにす
るまちを実現します 

「脱炭素社会の実現」 

環境目標２ 環境目標３ 

分野横断的な取組：重点プロジェクト 

環境目標１ 

ご み を 減 ら し 循 環 を 促
す、持続可能な形で資源
を利用するまちを実現し
ます 

「循環型社会の実現」 

自然を守り育み、ともに
生き、次の世代に引き継
ぎます 

「生物多様性の保全」 

健やかな暮らしのできる環境を
確保し、市民の健康を守ります 

「安全・安心な生活環境の保全」 

共通目標 環境目標４ 

市民、事業者、民間団体との協働により、地域の
魅力を生かし、快適に暮らせるまちを実現します 

「地域づくり・人づくり」 

川越市生物多様性地域戦略 

川越市生物多様性地域戦略 

DX（ディーエックス）
テキスト注釈
「Digital Transformation」の略称。デジタル技術を活用して生活やビジネスを変革すること。

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

小江戸かわごえ脱炭素宣言
テキスト注釈
川越市が脱炭素社会実現に向けて取り組むことを表明した宣言のこと。本市は国や他の自治体とともに「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会を目指し、市民・事業者・民間団体と力を合わせて地球温暖化対策に取り組んでいくこととしている。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。

デコ活
テキスト注釈
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称。CO₂排出削減を目指しながら、快適で持続可能なライフスタイルを広げることを目的としている。

ネイチャーポジティブ（自然再興）
テキスト注釈
生物多様性の損失（悪化）を反転させ、自然を回復軌道に乗せること。令和5（2023）年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」において、令和12（2030）年までにネイチャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。
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３ 施策の体系 
  

「脱炭素社会の実現」 

環境目標２ 

環境目標３ 

環境目標１ 

「循環型社会の実現」 

「生物多様性の保全」 

「安全・安心な生活環境の保全」 

共通目標 

環境目標４ 

「地域づくり・人づくり」 

※環境目標１～４全てに関係する施策

１ 温室効果ガス削減に向けた緩和策 

の推進 

２ 気候変動への適応策の推進 

３ サーキュラーエコノミーへの移行 

に向けた啓発の推進 

４ 3R の推進 

５ 環境に配慮した廃棄物処理システム 

の構築 

10 大気環境の保全 

11 水・土壌環境の保全 

12 化学物質等の環境リスク対策 

13 歴史と文化を生かした地域づくり 

14 快適に暮らせるまちづくり 

 

15 自ら進んで学び行動する人づくり 

16 地域循環共生圏の実現 

  

 

み
ん
な
で
つ
く
る
自
然
・歴
史
・
文
化
の
調
和
し
た
人
と
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち 

６ 生物多様性を「知る」 

７ 生物多様性を「まもる」 

８ 生物多様性を「つくる」 

９ 生物多様性を「いかす」 
川越市生物多様性地域戦略 

川越市生物多様性地域戦略 

第二次川越市環境教育等行動計画 

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。

地域循環共生圏
テキスト注釈
各地域が有する地域資源（自然、物質、人材、資金など）を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことで、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方のこと。
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２-１ 治水・水害対策の促進 

２-３ その他適応策の促進 

２-２ 熱中症対策の促進 

 

 
３-１ 教育・啓発活動の推進 ３-２ つばさ館の活用 

４-１ ごみの減量化の推進  ４-２ リユース品の活用推進  ４-３ ごみの再資源化の推進 

５-１ 廃棄物処理システムの見直し 

５-３ 不法投棄対策 

５-２ プラスチック資源の循環推進 

５-４ 産業廃棄物等の適正処理 

１０-１ 大気汚染対策 10-２ 騒音・振動・悪臭の対策 

１１-１ 水循環の保全対策 11-２ 水質汚濁対策 

１２-１ 化学物質・有害物質等対策 

１３-１ 歴史的町並みや文化財の保存・整備 13-２ 自然と一体となった文化・景観の保全 

１４-１ 交通の円滑化とネットワーク化の推進 

１４-３ 災害対策の充実 

１４-５ 空家等・あき地対策の推進 

14-２ 徒歩・自転車の利用促進 

14-４ 地域環境美化の促進 

 

１５-１ 環境情報の提供 

１５-３ 地域における環境学習・環境活動の推進 

15-２ 学校等における環境教育の推進 

15-４ 協働による取組の推進 

１６-１ 地域資源の保全・活用 16-３ 市域を越えた連携の推進 

 

６-１ 生物多様性に関する調査・研究の推進 

６-３ 生物多様性保全活動への支援 

６-２ 生物多様性について知る場と機会の提供 

 

７-１ 樹林・樹林地の保全 

７-３ 河川や水辺等の保全 

７-２ 農地の保全 

７-４ 貴重な動植物の保護や外来種対策 

８-１ まちなかの緑をつくる ８-２ エコロジカル・ネットワークの形成 

９-１ 川越らしさをいかす ９-２ 暮らしにいかす 

12-２ 化学物質の適正管理 

１２-３ 環境コミュニケーションの支援 12-４ ダイオキシン類対策 

１２-５ 放射性物質対策 12-６ 事故時の対策 

11-３ 土壌汚染対策 

16-２ 環境に配慮した企業づくり 

５

つ
の
重

点

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

１-１ 公共施設等における地球温暖化対策の推進 

１-３ 家庭等における省エネ行動促進 

１-５ 住宅・建築物の省エネ化 

１-７ 環境価値の活用 

１-２ 再生可能エネルギー等の普及促進 

１-４ 事業所における省エネ行動促進 

１-６ 移動の省ＣО２化 

エコロジカル・ネットワーク
テキスト注釈
貴重な自然を保全するとともに、分断された自然をつなぎ、生き物の移動経路を確保したり、自然の働きを回復させることによって、豊かな自然を再興しようとする取組のこと。

環境コミュニケーション
テキスト注釈
行政、市民、事業者などが、化学物質等環境に関する正確な情報を共有し、お互いに理解を深めるために行う意見交換会のこと。開催することで化学物質による環境リスクの低減及び住民の不安解消が図られる。

ダイオキシン類
テキスト注釈
極めて毒性の強い有機塩素系化合物で、ダイオキシン類対策特別措置法に定めるものとしては、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルがある。
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４ 環境指標と目標値について 

第四次計画では、計画の実効性の確保に資するため、環境の状況、環境に対する取組の状況等

を総体的に示す環境指標を設定しました。これらの指標については、可能な限り数値目標を定めて

います。 

なお、目標値について、本計画の中間年度にあたる令和１２（２０３０）年度は、国の環境政策のタ

ーニングポイントとなっていることから、令和１２（２０３０）年度と令和１７（２０３５）年度の両方で目標

を設けることとします。また、令和１７（２０３５）年度の目標は国等の新たな環境政策の方向性を踏ま

え、必要に応じて見直しを行います。 

 

■環境指標一覧 
★：KGI（重要目標達成指標、達成するゴールを表す指標） 

環境目標 1 脱炭素社会の実現 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

★市域における温室効果ガス排出量 
（千ｔ-ＣＯ2/年） 

1,570 
令和 3（2021）年度 

1,119 833 

市役所における温室効果ガス排出量 
（ｔ-ＣＯ2/年） 

62,290 36,559 31,457 

市域における再生可能エネルギー 
導入量 （ＭＷｈ） 

120,559 
令和 5（2023）年度 

212,192 268,413 

地球温暖化対策に取り組んでいる 
市民の割合※1 （％） 

43.3 55.0 65.0 

指定暑熱避難施設（川越ひと涼み処） 
指定施設数 （施設） 

27 40 54 

環境目標 2 循環型社会の実現 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

★1 人 1 日当たりのごみ排出量  
（ｇ/人日） 

777 750 730 

つばさ館来館者数 （人/年） 39,411 44,000 47,000 

リサイクル率 （％） 20.9 30.0 35.0 

フードドライブによる食品回収量 
（ｋｇ/年） 

194 210 220 

家庭系プラスチック類年間排出量 
（ｔ/年） 

5,264.83 5,081.61 4,946.30 
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★：KGI（重要目標達成指標、達成するゴールを表す指標） 

環境目標 3 生物多様性の保全 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

★生物多様性の認知度※2
 （％） 59.6 68.0 75.0 

法令等の指定を受けた緑地面積※3
 

（ｈａ） 
3,097.0 3,097.0 3,097.0 

生き物調査における希少種の確認数 
（種類） 

79 79 79 

市内における自然共生サイト認定件数 
（件） 

1 2 3 

落ち葉サポーター登録者数 （人） 37 73 103 

川越市グリーンツーリズム拠点施設に
おける農業体験参加者数 （延べ人/年） 

6,529 6,700 6,700 

市内農産物直売所年間販売額 （億円） 8.7 10.5 11.0 

環境目標 4 安全・安心な生活環境の保全 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

大気汚染に係る環境基準達成状況 （％） 82.3 100 100 

水質汚濁に係る環境基準達成状況 （％） 88.9 100 100 

地下水環境基準達成状況※4
 （％） 84.4 100 100 

市内湧水の箇所数 （箇所/年） 26 26 26 

共通目標 地域づくり・人づくり 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

景観重要建造物等の指定件数※5 （件） 61 67 72 

自転車シェアリングの年間トリップ数
（回） 

188,888 131,900 131,900 

市内循環バス「川越シャトル」の年間利
用者数 （人） 

401,632 401,632 以上 401,632 以上 

環境問題に関心がある市民の割合※6 
（％） 

77.1 78.6 80.0 

川越市生物多様性地域戦略 

川越市生物多様性地域戦略 

落ち葉サポーター
テキスト注釈
世界農業遺産に認定された「武蔵野の落ち葉堆肥農法」を未来に継承するため、落ち葉掃きなどの活動を支援するボランティアのこと。

グリーンツーリズム
テキスト注釈
農山漁村地域において、その土地ならではの自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。

景観重要建造物
テキスト注釈
景観法に基づき指定される景観上重要な価値があると認められる建造物のこと。

シェアサイクル、自転車シェアリング
テキスト注釈
自転車を共同で利用する仕組みのこと。市の中心市街地を中心に、自転車の貸出や返却を行う駐輪場（ポート）を設置している。
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指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

環境学習講座への参加者数 （延べ人/年） 1,421 前年以上 前年以上 

クリーン川越市民運動参加人数 （人/年） 80,947 81,000 81,000 

かわごえ環境ネットやその他団体と協
働等により実施した環境関連事業数 
（事業/年） 

20 前年以上 前年以上 

ISO14001 等認証取得事業所数※7 
（事業所） 

131 
令和 5（2023）年度 

145 150 

※1 市民意識調査（3 年ごと） 地球温暖化対策について「（前略）自分でできることに取り組んでいる」と回答した人の割合 

※2 生物多様性について「名前も内容も知っている」又は「名前は知っているが、内容はわからない」と回答した人の割合 

    （現状値は川越市の環境に関するアンケート調査より。以降は、市民環境調査（3 年ごと）にて集計予定） 
※3 首都圏近郊緑地保全区域、ふるさとの緑の景観地、史跡、保存樹林、農用地区域、生産緑地地区の合計面積 

※4 市内 32 メッシュ（概ね 2ｋｍメッシュに区分）の達成状況 

※5 都市景観重要建築物からの移行を含む 
※6 環境問題について「関心がある」又は「まあ関心がある」と回答した人の割合 

    （現状値は川越市の環境に関するアンケート調査より。以降は、市民環境調査（3 年ごと）にて集計予定） 

※7 ISO14001、エコアクション 21、埼玉県エコアップ認証、グリーン経営認証を対象 

 

 

ISO（アイエスオー）14001
テキスト注釈
国際標準化機構（ISO）が定めた、環境マネジメントシステムの国際規格のこと。計画と検証を繰り返すPDCAサイクルを特徴とする。

エコアクション21
テキスト注釈
環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムの一つで、企業や団体が実施する環境に配慮した取組を見える化し、第三者機関が認証・登録する日本独自の制度のこと。

近郊緑地保全区域
テキスト注釈
首都圏の近郊整備地帯の緑地であって、樹林地、水辺地等が一体となって良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有している土地である「近郊緑地」のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい区域で、かつ、保全することによる住民の心身の健康保持、公害・災害の防止等の効果が特に高いと認められる区域を、近郊緑地保全区域として国土交通大臣が指定するもの。

グリーン経営認証
テキスト注釈
環境保全を目的にした取組を行っている運輸事業者（トラック、バス、タクシー、旅客船、内航海運、港湾運送、倉庫）に対する認証制度のこと。

埼玉県エコアップ認証
テキスト注釈
県が独自に設けた環境マネジメント認証制度であり、環境マネジメントに取り組み、かつ、CO₂削減及び廃棄物の排出抑制等環境負荷低減に優れた取組をしている事業所を県が認証する制度のこと。

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。

ふるさとの緑の景観地
テキスト注釈
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため県が指定するもの。

保存樹林
テキスト注釈
緑の環境を保全するため、市内各地に存在する樹木の集団で特に必要と認めたものを、川越市保存樹木等の指定等に関する要綱により指定している。
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第５章 施策の展開 
本章では、第４章で示した施策の体系における環境目標、施策などについて、具体的な内容を次

ページ以降に示します。 

なお、市が推進する事業や取組は施策に、市民・団体等及び事業者に取り組んでいただきたいこ

とは「みんなで取り組むことの例」に示しています。 
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環境目標１ 脱炭素社会の実現 

地球環境にやさしく、豊かさを実感でき

る、二酸化炭素排出を実質ゼロにするま

ちを実現します             「脱炭素社会の実現」 
 

【関連する SDGs 目標】 

 
 

 

目 

指 

す 

姿 

・公共施設において先導的に省エネ対策や再生可能エネルギーの導入が進んでいます。 

・脱炭素の取組が日常的なものとなり、環境に配慮したライフスタイルや事業活動への転

換が進んでいます。 

・住宅・建物の断熱化や ZEH・ZEB など省エネ住宅・建物が普及しています。 

・住宅・建物では太陽光発電設備や蓄電池が導入され、再生可能エネルギーでつくられ

た電気の自家消費が進んでいます。 

・気候変動リスクに備えた安心して暮らせるまちづくりが進んでいます。  など 

 

施策１ 温室効果ガス削減に向けた緩和策の推進 
地球温暖化を防止するにはその原因となる二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス排出量を削

減する必要があります。徹底した省エネ対策と再生可能エネルギーの導入、自転車や公共交通機

関の利用促進などにより、エネルギー効率が高く二酸化炭素の排出を最小限に抑えたライフスタイ

ルやまちづくりへの転換を図ります。 

施策２ 気候変動への適応策の推進 
私たちは気候変動が引き起こす猛暑や豪雨の頻発・激甚化など避けられない危機にさらされて

います。気温の上昇や降水パターンの変化による影響・被害に関する理解と認識を深めるとともに

避けられない影響・被害への備えを強化することで、気候変動リスクを最小限に抑制し一人ひとり

が安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

   

ZEB（ゼブ）
テキスト注釈
「Net Zero Energy Building」の略称。外皮の断熱性能等の大幅な向上、高効率な設備システムの導入によって、室内環境の質を維持しつつ大幅に省エネルギー化した上で、再生可能エネルギーを導入することで、年間のエネルギー消費量の収支を概ねゼロとすることを目指した建築物のこと。

ZEH（ゼッチ）
テキスト注釈
「Net Zero Energy House」の略称。住宅の高断熱化や高性能設備の導入によって、快適な室内環境を維持しつつ大幅なエネルギー消費量の削減を行うと同時に、太陽光発電などによって創られたエネルギーを活用することで、年間のエネルギー消費量の収支を概ねゼロとすることを目指した住宅のこと。
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■指標、目標値 

★：KGI（重要目標達成指標、達成するゴールを表す指標） 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

★市域における温室効果ガス排出量 
（千ｔ-ＣＯ2/年） 

1,570 
令和 3（2021）年度 

1,119 833 

市役所における温室効果ガス排出量 
（ｔ-ＣＯ2/年） 

62,290 36,559 31,457 

市域における再生可能エネルギー 
導入量 （ＭＷｈ） 

120,559 
令和 5（2023）年度 

212,192 268,413 

地球温暖化対策に取り組んでいる 
市民の割合※ （％） 

43.3 55.0 65.0 

指定暑熱避難施設（川越ひと涼み処） 
指定施設数 （施設） 

27 40 54 

 
 

施策１ 温室効果ガス削減に向けた緩和策の推進 

施策１-１ 公共施設等における地球温暖化対策の推進 

 ・日常業務における節電や高効率設備の導入等を通じ、効果的な省エネ活動を推進します。 

・庁用車のエコドライブを推進します。また、導入時

は、電気自動車、ハイブリッド自動車など環境性能に

優れた自動車（以下「環境性能に優れた自動車」と

いいます。）を選択します。 

・太陽光発電や地中熱利用等の再生可能エネルギー

設備の導入や、廃棄物発電などの廃熱の有効活用

を図ります。 

・電力調達に当たっては、低炭素電力（二酸化炭素排

出係数の低い電力）の調達に努めます。 

・市の環境に配慮した取組を推進するため、職員への 

意識啓発に取り組みます。 

・市の公共施設の照明器具について、LED 照明への切り替えを推進します。 

・節水やペーパーレス化等を推進し、省資源化を図ります。 

・川越市グリーン購入基本方針及びガイドラインに基づき、環境に配慮した物品等の調達に

努めます。 

・市が公共工事を実施する際には、公共工事における環境配慮指針に基づき実施します。 

  

電気自動車となぐわし公園の EV 充

電スポット 

※ 市民意識調査（3 年ごと） 地球温暖化対策について「（前略）自分でできることに取り組んでいる」と回答した人の割合 

グリーン購入
テキスト注釈
製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。

低炭素電力
テキスト注釈
太陽光発電、水力発電、風力発電など化石燃料を利用せずに創出された電力を多く含む電力のこと。
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施策１-２ 再生可能エネルギー等の普及促進 

 ・補助制度や太陽光発電設備の共同購入、PPA モデルの周知等により、太陽光発電設備の

普及を促進します。 

・補助制度の活用等により、太陽熱利用システムの普及を促進します。 

・低炭素電力（二酸化炭素排出係数の低い電力）の利用について普及啓発を図ります。 

施策１-３ 家庭等における省エネ行動促進 

 ・市ホームページ等を通じ、脱炭素につながる新しい暮らしを豊かにする国民運動「デコ活」

や「地球にやさしいエコライフ」と「小江戸の知恵」を融合させた川越らしい地球温暖化対策

「川エコの知恵」を推進します。 

・環境ラベルやグリーン購入について普及啓発を図ります。 

施策１-４ 事業所における省エネ行動促進 

 ・エネルギー使用量若しくは温室効果ガス排出量が一定量以上の事業者に対し「温室効果

ガス排出削減計画書」の作成を義務付け、実施状況を公表することにより、温室効果ガス

の排出削減を促進します。 

・市ホームページ等を通じ、「デコ活」や事業者の地球温暖化対策に関する具体的な取組や

支援制度等の情報を提供する「エコチャレンジカンパニーの広場事業」を推進します。 

施策１-５ 住宅・建築物の省エネ化 

 ・ZEH・ZEB 等の省エネ住宅・建築物の普及を促進します。 

・住宅や建築物の断熱・省エネリフォームに関する情報を発信するなど省エネ化を促進しま

す。 

・省エネ診断や家庭の省エネ相談会を促進します。 

施策１-６ 移動の省 CO２化 

 ・徒歩や自転車、公共交通機関の利用などを促し、環

境に配慮したまちづくりを推進します。 

・環境性能に優れた自動車の普及を促進し、自動車

からの二酸化炭素の排出抑制を図ります。 

・エコドライブの普及推進により、自動車からの二酸

化炭素の排出抑制を図ります。 

・荷物の受取時における営業所受取や宅配ボックス・

置き配の活用などについて、普及啓発を図ります。 

 

施策１-７ 環境価値の活用 

 ・市域における温室効果ガスの排出量削減を推進するとともに、非化石証書、J－クレジット

などの環境価値の活用についても検討します。   

市内循環バス「川越シャトル」 

PPAモデル
テキスト注釈
「Power Purchase Agreement（電力購入契約）」の略称で、太陽光発電設備の無償設置というビジネスモデルで、需要家が提供する敷地に発電設備を設置し、発電された電力を需要家が購入する仕組みのこと。

ZEB（ゼブ）
テキスト注釈
「Net Zero Energy Building」の略称。外皮の断熱性能等の大幅な向上、高効率な設備システムの導入によって、室内環境の質を維持しつつ大幅に省エネルギー化した上で、再生可能エネルギーを導入することで、年間のエネルギー消費量の収支を概ねゼロとすることを目指した建築物のこと。

ZEH（ゼッチ）
テキスト注釈
「Net Zero Energy House」の略称。住宅の高断熱化や高性能設備の導入によって、快適な室内環境を維持しつつ大幅なエネルギー消費量の削減を行うと同時に、太陽光発電などによって創られたエネルギーを活用することで、年間のエネルギー消費量の収支を概ねゼロとすることを目指した住宅のこと。

エコチャレンジカンパニーの広場事業
テキスト注釈
市ホームページ等を通じ、「デコ活」や事業者の地球温暖化対策に関する具体的な取組や支援制度等の情報を提供する事業のこと。

グリーン購入
テキスト注釈
製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。

小江戸かわごえ脱炭素宣言
テキスト注釈
何度もリサイクルしていた「着物」、物を形に合わせて持ち運びできる「風呂敷」、風呂の残り湯などを利用して夏の気温を下げる「打ち水」など江戸のエコ文化を今に伝えるエコ行動のこと。

地球にやさしいエコライフ
テキスト注釈
地球環境に配慮した生活様式のことで、二酸化炭素排出量の削減、ごみの減量などを目的とした行動をいう。

低炭素電力
テキスト注釈
太陽光発電、水力発電、風力発電など化石燃料を利用せずに創出された電力を多く含む電力のこと。

デコ活
テキスト注釈
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称。CO₂排出削減を目指しながら、快適で持続可能なライフスタイルを広げることを目的としている。

非化石証書
テキスト注釈
CO2を排出する化石燃料（石炭や石油、天然ガスなど）を使用しないでつくられた電力の環境価値を証書化したもの。

Ｊ－クレジット
テキスト注釈
カーボンクレジットの一種で、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する日本独自の制度のこと。
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施策２ 気候変動への適応策の推進 

施策２-１ 治水・水害対策の促進 

 ・気候変動がもたらす集中豪雨による洪水などの災害に備え、計画的な河川の整備による

はん濫リスクの低減に努めます。 

・学校の校庭、駐車場、道路、公園等を利用した雨水流出抑制対策を推進します。 

・雨水流出抑制対策を推進するため、開発規模に応じた指導基準に基づき、施設整備を促

進します。 

・市街地内の浸水防除を目標に、雨水管きょ、雨水調整池、雨水ポンプ場の整備を図りま

す。 

施策２-２ 熱中症対策の促進 

 ・暑熱化による熱中症などの健康リスク低減のため、指定暑熱避難施設「川越ひと涼み処」

の選定・周知や熱中症の予防に関する情報提供、注意喚起、普及啓発等に取り組みます。 

施策２-３ その他適応策の促進 

 ・蚊等の媒介生物を介した感染症のリスクについて情報収集・発信を行い、必要に応じて関

係機関との連携を図ります。 

・その他気候変動に関するリスクについて情報収集・発信を行い、必要に応じて関係機関と

の連携を図ります。 

 
 TOPIC あなたの近くにも、川越ひと涼み処 

近年、気候変動の影響で猛暑の影響が深刻化しています。川越ひと涼み処は、暑さに

よる健康被害を減らす「適応策」の取組のひとつです。 

 

 

川越市版の指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）※

のことで、熱中症リスクが低い日は「涼をシェアする場所」

として、熱中症リスクが高い日は、「危険な暑さから一時的

に避難できる場所」として無料で利用できる公共・民間施

設のことです。 

※改正気候変動適応法に伴い、冷房設備のある施設を市町村が指定暑熱避難

施設（クーリングシェルター）として指定できる制度で、熱中症特別警戒情報

発表期間中に住民が暑熱から避難できるよう指定施設を開放することとなっ

ています。 

 

 

●公共施設：市役所、美術館、公民館、図書館など 

●民間施設：薬局、百貨店など 

令和６（２０２４）年度末時点で２７施設が指定されています。 

川越ひと涼み処ポスター 

川越ひと涼み処って？ 

どんな施設が指定されてる？ 
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みんなで取り組むことの例 （脱炭素社会の実現） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

＜気づく（理解）＞ 

●「デコ活」や省エネラベル等に関する情報の収集・共有 

●ハザードマップを確認するなど防災に関する情報の収集・共有 

●熱中症対策や暑さ指数状況の把握 

＜動く（行動）＞ 

●「デコ活」の取組実践 

●太陽光発電設備の導入や再生可能エネルギー由来の電力の購入 

●自転車や公共交通機関の利用 など 

市民・団体等 

 

 

＜気づく（理解）＞ 

●事業活動におけるエネルギー使用量や二酸化炭素排出量の把握 

＜動く（開発、活動）＞ 

●事業活動におけるエネルギー利用の見直し・高効率設備の選択 

●「デコ活」の普及につながる製品やサービスの開発・提供 

●太陽光発電設備の導入や再生可能エネルギー由来の電力の購入 

●エコドライブの実践、環境性能に優れた自動車の導入 

＜整える（仕組みづくり）＞ 

●BCP の作成 など 

事 業 者

BCP（ビーシーピー）
テキスト注釈
「Business Continuity Plan」の略称で、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。

デコ活
テキスト注釈
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称。CO₂排出削減を目指しながら、快適で持続可能なライフスタイルを広げることを目的としている。

ハザードマップ
テキスト注釈
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のこと。
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＜生態系の悪化＞ 

TOPIC どうして脱炭素社会を目指すの？その１ 

私たちが脱炭素化を進めなければならない背景として、温室効果ガス排出量の増加に

伴う地球温暖化の進行があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「埼玉県の気候変動」によると、県の気温は１００年当たり２.３℃上昇しています。また、大

雨（関東甲信地方の１時間降水量５０ｍｍ以上）の年間発生回数についても増加傾向が現れ

るなど、地球温暖化に伴う影響が出始めています。 

今後追加の対策を行わなかった場合、県の年平均気温は、２０世紀末と比べて最大

4.4℃上昇※するなど、様々な影響がでる可能性があります。 

 

 

 

 

※追加的な緩和策を取らなかった RCP８．５シナリオ（４℃上昇シナリオ）を想定 

出典：「埼玉県の気候変動」（熊谷地方気象台・東京管区気象台）を基に作成 

 

地球温暖化を防ぐには、温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減と二酸化炭素の

吸収を促す対策を行う「緩和策」と既に起こりつつある気候変動の影響に備える「適応策」

の両方を進めることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：普及啓発・学習ツール（気候変動適応情報プラットフォーム） 

地球温暖化が進むとどうなるの？ 

＜熱中症の増加＞ ＜大型の台風や大雨の増加＞ 

＜収穫量や品質の低下＞ 

私たちの身近にも影響はあるの？ 

●年間猛暑日日数 

約６日 ⇒ 約３８日（約６倍） 

●年間熱帯夜日数 

約４日 ⇒ 約５８日（約１４倍） 

●台風の強さ 

強まる（台風に伴う降雨量も増加） 

●１００年に一度の大雨 

より頻繁に発生 

地球温暖化を防ぐには？ 

＜街路樹など緑の高温ストレスの増加＞ 
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TOPIC どうして脱炭素社会を目指すの？その２ 

脱炭素社会を実現するために、私たちは何をしなければいけ

ないのか。どのくらい温室効果ガスを減らさなければいけない

のか。 

第四次計画では、脱炭素社会の実現に向けた取組を「緩和

策」と「適応策」の２つの視点から整理しています。 

また、脱炭素社会の実現に向けた詳細な取組や目標を定め

た計画として「第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）改定版」があり、同計画に「適応策」に特化した計画

「地域気候変動適応計画」も包含されています。 

 

 

温室効果ガス排出量：令和１２（２０３０）年度までに４６％削減 （平成２５年度比） 

令和３２（２０５０）年度 二酸化炭素排出量実質ゼロ 

（= 脱炭素社会の実現） 

 

 

対象 

減らさなければいけない 

温室効果ガス量 

（ｔ-ＣＯ２） 

家庭での生活 25,000 

工場・事業所での活動 48,000 

移動に関すること 45,000 

ごみに関すること 7,000 

合計 124,000 

 

出典：第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定版 

目 標 

私たちが減らさなければいけない温室効果ガスの量 

温室効果ガスを減らせて暮
らしも快適・お得になる取
組の例は、１１６～１１７ペー
ジをみてね！ 
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環境目標２ 循環型社会の実現 

ごみを減らし循環を促す、持続可能な形

で資源を利用するまちを実現します  
「循環型社会の実現」 

 
【関連する SDGｓ目標】 

 
 

 

目 

指 

す 

姿 

・出前講座やつばさ館での取組などを通じてサーキュラーエコノミーや３R への理解が進

んでいます。 

・家庭や事業所において、ごみの分別や減量化、リユース、資源化が徹底され、食品ロス

や使い捨てプラスチックのポイ捨てなどが大幅に減っています。 

・事業所においては原材料の調達から資源化まであらゆる段階で資源の効率的・循環的

な利用と付加価値の最大化を図るサーキュラーエコノミーへの転換が進み、環境に配

慮した廃棄物処理システムが構築されています。  など 

 

施策３ サーキュラーエコノミーへの移行に向けた啓発の推進 
サーキュラーエコノミーへの移行は、廃棄物などを資源として有効に活用し、付加価値を生み出

すことで、温室効果ガスの削減やプラスチック海洋ごみによる汚染防止など多様な環境問題解決に

もつながります。将来を担うこどもを対象とした教育やつばさ館等を活用してサーキュラーエコノミ

ーへの移行に向けた啓発を推進します。 

施策４ ３R の推進 
ごみの３R（発生抑制【リデュース：Reduce】、再使用【リユース:Reuse】、再生利用【リサイクル：

Recycle】）を基本として、市民、事業者及び民間団体等との協働により、ごみの減量・資源化を推

進します。 

施策５ 環境に配慮した廃棄物処理システムの構築 
廃棄物処理の効率化や不法投棄対策、プラスチック資源の循環など環境負荷の低減に向けた対

策により、サーキュラーエコノミーへの移行や資源循環型社会の実現を加速化します。   

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。
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■指標、目標値 

★：KGI（重要目標達成指標、達成するゴールを表す指標） 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

★1 人 1 日当たりのごみ排出量  
（ｇ/人日） 

777 750 730 

つばさ館来館者数 （人/年） 39,411 44,000 47,000 

リサイクル率 （％） 20.9 30.0 35.0 

フードドライブによる食品回収量 
（ｋｇ/年） 

194 210 220 

家庭系プラスチック類年間排出量 
（ｔ/年） 

5,264.83 5,081.61 4,946.30 

 

施策３ サーキュラーエコノミーへの移行に向けた啓発の推進 

施策３-１ 教育・啓発活動の推進 

 ・「家庭ごみの分け方・出し方」や小学校の社会科副読本等にごみ

処理の過程を掲載し、ごみの分別・減量意識の高揚を図ります。 

・エシカル消費やサステナブルファッションなどサーキュラーエコノ

ミーにつながるライフスタイルや事業活動の普及を図ります。 

・事業者に対して、エコストア・エコオフィスの認定取得を促すとと

もに、優良な事業所は、ゴールドエコストア・ゴールドエコオフィス

として認定します。 

・かわごえ環境推進員制度を充実し、地域の実情に合った環境保

全に関する活動を支援します。 

 

施策３-２ つばさ館の活用 

 ・学校や団体等による施設見学希望者への対応、資

源化センターの見学コースを常時公開することで、

ごみ処理の現状を確認し、ごみ問題への理解を促

進します。 

・ごみの減量・リサイクルに関するイベントや講座など

を開催し、市民及び事業者等の積極的な参加を促

進します。 

 

 

エコオフィス認定証 

つばさ館 

エコストア・エコオフィス
テキスト注釈
川越市内で簡易包装やはかり売りの推進、ごみの減量や分別の徹底、節電や雨水利用など環境への負荷の低減を積極的に行っているお店や事業所を市が認定する制度のこと。
2年ごとの更新時に一定の基準を満たしていれば、通常認定より基準が高く、模範的な店舗・事業所であることを現すゴールドエコストア・ゴールドエコオフィスへのステップアップが可能となる。

エシカル消費
テキスト注釈
より良い社会に向けた、人や社会、環境に配慮した消費行動のこと。具体例として、エコ商品や障がい者支援につながる商品を選ぶ、地元の産品を買う（地産地消）などがある。

サステナブルファッション
テキスト注釈
衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人・社会に配慮した取組のこと。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。
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施策４ ３R の推進 

施策４-１ ごみの減量化の推進 

 ・マイバッグやマイボトル、マイ箸の持参を促進し、使い捨てごみの削減を図ります。 

・生ごみ処理機器等の購入支援や堆肥化などにより、生ごみの減量等を推進します。 

・賞味期限が３か月以上の食品や家庭で余っている食品について、それらを必要な方に提

供する活動を行う団体と連携してフードドライブを実施するなど、積極的な活用を図りま

す。 

・市の処理施設に月平均５ｔ以上（前年度実績）のごみを搬入している事業者を多量排出事

業者として認定し、必要な助言・指導を行い、事業系ごみの減量を促進します。 

・清掃センターに搬入される事業系ごみを検査し、適切な排出を促進します。 

施策４-２ リユース品の活用推進 

 ・市民が不要になった物を引き取り、つばさ館にて頒

布します。 

・再使用の普及を進めるため、フリーマーケットやリサ

イクルショップ、フリマアプリの利活用について普及

啓発を図ります。 
 
 
 

 

施策４-３ ごみの再資源化の推進 

 ・分別収集の徹底を図り、ごみの資源化を促進するため「家庭ごみの分け方・出し方」や「ご

み品目マニュアル」等により家庭ごみを出す際のごみ区分を分かりやすく示します。また、

「川越市ごみ分別アプリ」の普及を図ります。 

・民間団体が行う集団回収事業を支援し、地域による資源物の回収を促進するとともに、紙

類等の多様な排出方法について検討します。 

・廃棄物の減量化及び適正処理を推進するため、容器包装、家電、食品、建設、自動車、小

型家電など各種リサイクル法の的確な運用に向け、普及啓発や情報提供を促進します。 

・可燃ごみの減量と市民のリサイクル意識の高揚を図るため、公園等から排出されたせん定

枝類の資源化を図ります。 

・草木類資源物の受け入れ拡大について検討します。 

・ごみの資源化及び最終処分場の延命化を図るため、焼却灰等の再資源化を推進します。 

・事業者に対して彩の国リサイクル製品認定制度の認定取得を促し、リサイクル資材の普及

拡大とリサイクル産業の育成を促進します。 

・外国人居住者への分別収集の周知徹底を行います。 

  

つばさ館で頒布されているリユース

彩の国リサイクル製品認定制度
テキスト注釈
県が独自に実施しており、主に県内で発生した循環資源を利用し、安全性や品質など一定の基準を満たすリサイクル製品を県知事が認定し、広報等を行うことにより、リサイクル製品の利用を促進する制度のこと。
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施策５ 環境に配慮した廃棄物処理システムの構築 

施策５-１ 廃棄物処理システムの見直し 

 ・高齢化の進展や単身世帯の増加に対応するため、ふれあい収集の充実を図ります。 

・家庭系ごみ有料化と併せて、戸別収集等の収集方法について検討します。 

・清掃センターや環境衛生センター等の各処理施設においては、それぞれの個別計画に基

づき適切な管理・運用を推進します。 

・焼却残渣等の資源化及び外部最終処分場の活用により、小畔の里クリーンセンターの延

命化を図ります。 

・食品ロス削減を組み合わせた食品廃棄ゼロエリア創出に向けたシステムの構築・実践に努

めます。 

・資源ごみの排出機会拡充に合わせた収集運搬体制の整備を図ります。 

・中間処理施設の安全で効率的な維持管理を図ります。 

・川越市災害廃棄物処理計画に基づき、災害時の処理体制の整備を図るとともに、事故発

生時の広域的な協力体制の整備を推進します。 

施策５-２ プラスチック資源の循環推進 

 ・プラスチック資源循環促進法に基づき、リサイクルの質と量を向上させるため、家庭におけ

るプラスチック製品の分別徹底を促進します。 

・廃棄物として排出されるプラスチックの実態を把握し、より高度なリサイクルの取組につい

て研究します。 

施策５-３ 不法投棄対策 

 ・市民の協力を得ながら、関係機関と連携し、不法投棄防止パトロールや啓発活動を実施し

ます。 

・監視カメラ等の活用を推進し、不法投棄の未然防止や早期発見に努めます。 

・空き缶やたばこの吸いがら等のポイ捨てを防止するため、民間団体等と連携し、啓発活動

を展開します。 

施策５-４ 産業廃棄物等の適正処理 

 ・排出事業者に対して、産業廃棄物の減量や資源化の普及・啓発を推進します。 

・産業廃棄物の適正処理を促進するため、排出事業者や処理事業者へ立入検査等を実施

するとともに、電子マニフェストの普及を推進します。 

・優良な産業廃棄物処理事業者の育成のため、優良産廃処理業者認定制度の普及を推進

します。 

・ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物について、期限内の確実かつ適正な処理を推進します。 

・再生資源物の屋外保管（ヤード）の適正管理を促進します。 

・使用済太陽光パネルのリユース・リサイクル体制について国や県等の動向を注視し、適切

な情報発信等を行います。 

  

焼却残渣
テキスト注釈
ごみ焼却施設から最終的に排出される残渣のことで、焼却灰や集じん灰の総称。

焼却残渣
テキスト注釈
食品ロス削減と食品リサイクルの拡大により食品廃棄ゼロ（焼却・埋立ゼロ）を実現するエリアのこと。

電子マニフェスト
テキスト注釈
排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理状況を確認するために作成する産業廃棄物管理票（マニフェスト）の情報を電子化し、これらの3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組み。

ふれあい収集
テキスト注釈
高齢者や障がいのある方など、家庭ごみを自力で集積所まで持ち出すことが困難な方を対象に、自治体職員や委託事業者が戸別訪問してごみを収集する制度のこと。

ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物
テキスト注釈
人工的に作られた、主に油状の化学物質のこと。化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油など様々な用途で利用されていたが、現在は製造・輸入ともに禁止されている。
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みんなで取り組むことの例 （循環型社会の実現） 

 

   

 

 

＜気づく（理解）＞ 

●３R に関する情報の収集 

＜動く（行動）＞ 

●ごみの分別の徹底 

●不要品について、つばさ館やリサイクルショップ、フリマアプリの活用 

●料理の食べきりや使い切りなど食品ロスの削減 

●マイバッグやマイボトルの利用など使い捨てプラスチックの削減 など 

市民・団体等 

 

 

＜気づく（理解）＞ 

●ごみの排出量の把握 

＜動く（開発、活動）＞ 

●ごみの分別や適正処理の徹底 

●環境に配慮した製品の利用 

●サーキュラーエコノミーへの移行につながる製品やサービスの開発・提供 

●エコストア・エコオフィスやゴールドエコストア・ゴールドエコオフィスの取得 など 

事 業 者

TOPIC もっと広げよう！環境にやさしいＲの輪 

３R はごみ問題解決に向けた基本的で重要な取組ですが、持続可能な形で資源を利用

していくには、「使う前に考える」「長く使う」「再生可能なものを選ぶ」など、さらに踏み込ん

だ行動が必要となっています。そこで注目したいのが、３R 以外の「R」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuse（断る） 

Repair（修理する） 

Renewable（再生可能なものを選ぶ） 

例：レジ袋や使い捨てストローを断る、過剰包装の商品を避ける など 

・・・不必要なものを「もらわない」「買わない」 

・・・壊れたらすぐ捨てずに直して使う 

例：家電や衣類、おもちゃを修理して使う など 

・・・プラスチック素材を再生可能な素材に

変えていく 

例：プラスチック製のスプーンやストローを、紙や木材などに替える など 

エコストア・エコオフィス
テキスト注釈
川越市内で簡易包装やはかり売りの推進、ごみの減量や分別の徹底、節電や雨水利用など環境への負荷の低減を積極的に行っているお店や事業所を市が認定する制度のこと。
2年ごとの更新時に一定の基準を満たしていれば、通常認定より基準が高く、模範的な店舗・事業所であることを現すゴールドエコストア・ゴールドエコオフィスへのステップアップが可能となる。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。
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TOPIC 他人事じゃない！マイクロプラスチックと川越市 

 

本市には海がないのに      「１４ 海の豊かさを守ろう」の SDGs のゴールが記載され

ていることに疑問を持った方はいませんか？ 

実は私たちのちょっとした配慮が遠く離れた海を守る取組につながるのです。 

 

最近よく耳にする「マイクロプラスチック」とは、プラスチックごみのうち、直径５ｍｍ以下の破

片のことを言います。さらに細かい０.００１ｍｍ～０.１ｍｍくらいの破片は「マイクロビーズ」と言

われ、洗顔料や歯磨き粉など身近な日用品にも利用されています。 

レジ袋やトレーなどポイ捨てされたプラスチックごみは、海に流れ込む過程でマイクロプラス

チックとなります。 

海の生物がエサと間違えてマイクロプラスチックを食べて

しまうと、食物連鎖を通じて有害化学物質が生物の体内に蓄

積していき、私たちの健康にも影響が出る可能性が懸念され

ています。 

マイクロプラスチックの問題は本市とも無関係ではありま

せん。県が令和元（２０１９）年と令和２（２０２０）年に県内の河

川を流下するマイクロプラスチックについて調査を行ってお

り、本市を流れる入間川や新河岸川など、調査をした全ての

地点でマイクロプラスチックが検出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：マイクロプラスチック調査及び発生源対策（県） 

調査で見つかったマイクロプラスチックは、屋外に放置されたり、ポイ捨てされたりした身近

なプラスチック製品が大部分となっています。ポイ捨てをしない、プラスチック製品が劣化する

前に交換する、分別を徹底するなど、私たちが少し配慮することで、マイクロプラスチックの発

生を減らし、SDGs のゴール「１４ 海の豊かさを守ろう」の達成にもつながるのです。 

■マイクロプラスチックの主要発生源別確認個体数 ■市内河川での確認状況 

（令和元年度実績） 

河川名 場所 確認数※ 

荒川 開平橋 8.4 

入間川 入間大橋 2.9 

入間川 落合橋 2.2 

新河岸川 旭橋 7.4 

※河川水１㎥当たりのマイクロプラスチック個数 

77

59

32

16

3
0

20

40

60

80

プラスチック製

食品容器

買い物レジ袋 その他のプラごみ ペットボトル その他の

プラ容器類

プラスチックの種類別個数（河川1kmあたり）

※新河岸川・鴨川調査結果平均値

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。
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環境目標３ 生物多様性の保全 

自然を守り育み、ともに生き、次の世代

に引き継ぎます             「生物多様性の保全」 
 

【関連する SDGｓ目標】 

 
 
 

■生物多様性地域戦略としての位置付け 

環境目標３を主軸とし、「共通目標 地域づくり・人づくり」（１０６ページ～１１２ページ）、「第二次

緑の計画」（１２７ページ～２０２ページ）と合わせて、生物多様性基本法に基づき策定する「川越市

生物多様性地域戦略」とします。 

目 

指 

す 

姿 

・将来を担うこどもや学生、地域の大人が生き物調査に参加し、地域の生物多様性への

理解が進んでいます。 

・樹林地や農地などの保全・維持管理を通じて、本市の豊かな自然環境とそこに生息・生

育する生き物が守り育まれています。 

・農業や工業などあらゆる産業で、環境に配慮した事業活動が行われて、まちなかに緑が

あふれています。 

・武蔵野の落ち葉堆肥農法や伊佐沼周辺地域などで生物多様性やグリーンインフラを生

かして地域が活性化されています。  など 

 

施策６ 生物多様性を「知る」 
私たちの生活は、食料や水の供給、気候の安定など、多様な生き物が関わり合う生態系から得ら

れる恵みによって支えられており、今後もその恩恵を享受し、利用していくためには現状を維持す

るだけではなくネイチャーポジティブの実現が不可欠です。本市の生物多様性がどのような状況か

把握し情報を発信するとともに、ネイチャーポジティブの実現に向けた啓発や保全活動の支援を推

進します。 

施策７ 生物多様性を「まもる」 
身近な生き物の生息・生育空間である樹林地、農地、河川や水辺などの良好な自然環境を積極

的に保全するとともに、地域の特性に応じた生息・生育空間の創出を推進します。 

また、貴重な動植物の保護や外来種による生態系等に関わる被害の防止に取り組み生態系の健

全性の回復を図ります。 

川越市生物多様性地域戦略 

川越市生物多様性地域戦略   

グリーンインフラ
テキスト注釈
自然環境が有する多様な機能を防災・減災や、地域創生、環境保全等の様々な課題解決に活用しようとする考え方のこと。

ネイチャーポジティブ（自然再興）
テキスト注釈
生物多様性の損失（悪化）を反転させ、自然を回復軌道に乗せること。令和5（2023）年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」において、令和12（2030）年までにネイチャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。

武蔵野の落ち葉堆肥農法
テキスト注釈
火山灰土に厚く覆われ、作物が育ちにくい武蔵野台地において、多くの木を植えて平地林として育て、その落ち葉を掃き集めて堆肥にして畑に入れることで土壌を改良する伝統農法のこと。平成29年3月に日本農業遺産、令和5年7月に世界農業遺産に認定されている。
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施策８ 生物多様性を「つくる」 
生物多様性を保全する上で、まちなかの緑を守りネットワーク化することは、野鳥などの生物の

移動・採食・休息場所を確保するだけでなく、餌となる昆虫などの個体・種類数の増加など生態系

全体の向上にもつながります。街区公園や近隣公園の整備、民有地の緑化、道路緑化などにより、

まちなかの多様な緑の保全・創出とネットワーク化を促進します。 

施策９ 生物多様性を「いかす」 
本市が有する樹林地や水辺、農地について、洪水や土砂流出などに対する防災機能の強化や体

験学習・レクリエーションの場などとして活用するなど、自然を活用して多様な社会課題の解決を図

ります。 

 

■指標、目標値 

★：KGI（重要目標達成指標、達成するゴールを表す指標） 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

★生物多様性の認知度※1
 （％） 59.6 68.0 75.0 

法令等の指定を受けた緑地面積※2
 

（ｈａ） 
3,097.0 3,097.0 3,097.0 

生き物調査における希少種の確認数 
（種類） 

79 79 79 

市内における自然共生サイト認定件数 
（件） 

1 2 3 

落ち葉サポーター登録者数 （人） 37 73 103 

川越市グリーンツーリズム拠点施設に
おける農業体験参加者数 （延べ人/年） 

6,529 6,700 6,700 

市内農産物直売所年間販売額 （億円） 8.7 10.5 11.0 

   

※1 生物多様性について「名前も内容も知っている」又は「名前は知っているが、内容はわからない」と回答した人の割合 

    （現状値は川越市の環境に関するアンケート調査より。以降は、市民環境調査（3 年ごと）にて集計予定） 
※2 首都圏近郊緑地保全区域、ふるさとの緑の景観地、史跡、保存樹林、農用地区域、生産緑地地区の合計面積 

川越市生物多様性地域戦略 

落ち葉サポーター
テキスト注釈
世界農業遺産に認定された「武蔵野の落ち葉堆肥農法」を未来に継承するため、落ち葉掃きなどの活動を支援するボランティアのこと。

近郊緑地保全区域
テキスト注釈
首都圏の近郊整備地帯の緑地であって、樹林地、水辺地等が一体となって良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有している土地である「近郊緑地」のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい区域で、かつ、保全することによる住民の心身の健康保持、公害・災害の防止等の効果が特に高いと認められる区域を、近郊緑地保全区域として国土交通大臣が指定するもの。

グリーンツーリズム
テキスト注釈
農山漁村地域において、その土地ならではの自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。

ふるさとの緑の景観地
テキスト注釈
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため県が指定するもの。

保存樹林
テキスト注釈
緑の環境を保全するため、市内各地に存在する樹木の集団で特に必要と認めたものを、川越市保存樹木等の指定等に関する要綱により指定している。
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施策６ 生物多様性を「知る」 

施策６-１ 生物多様性に関する調査・研究の推進 

 ・水辺の環境調査を定期的に実施し、生物環境指標等を活用した汚濁状況や水生生物等の

生息・生育環境を把握します。 

・市民や市民団体、事業者等と連携して市内に生息・生育する野生生物の分布、生態等を

調査し、データベース化を図ります。その上で、特に保護対策を講じる必要のある希少な

野生生物を把握し、川越市版レッドリストの作成を進めます。 

・上記データベースを基に本市の生物多様性の保全上重要な地域をホットスポットとして選

定し、重点的に調査や保全を実施します。 

・自然環境データを基に、生物多様性の現状や保全上効果的な地域をマップ化するなど生

物多様性の重要性や保全活動の効果を市全体で「見える化」し、生態系の質的な変化も含

めて評価・把握する手法の構築を図ります。 

施策６-２ 生物多様性について知る場と機会の提供 

 ・多くの市民が本市の生き物に関心を持ち、知識を深

め、生物多様性の保全に積極的に取り組むよう市

民参加による生物調査を推進します。 

・生物多様性に関する情報発信と環境教育・環境学

習の推進を通して、生物多様性の保全・向上と、将

来を担うこどもや市民の生物多様性保全の意識醸

成を図ります。 

・生物多様性に関する出前講座や体験イベントなど

を開催し、多くの人が自然とふれあい、自然の豊

かさを実感できる場と機会を提供します。 

・農業者が開設する市民農園の運営支援を行うとともに、川越市グリーンツーリズム拠点施

設において、農業の役割や自然とのふれあいの大切さを体験できる機会を提供します。 

施策６-３ 生物多様性保全活動への支援 

 ・市民や活動団体等の生物多様性の保全・活用に関する取組について情報を収集・整理し、

市民及び事業者に向け情報を発信することで生物多様性の保全・活用に係る取組の活性

化を図ります。 

・表彰制度を活用するなど事業者を支援し、事業者の生物多様性分野への参画・人材の育

成を促します。 

・民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている地域について「自然共生サイト」

への登録を促します。 

・耕作放棄地の再生利用や、管理放棄地等の生態系の保全活動など、民間等による自主的

な活動や地域における多様な主体が連携して行う活動への支援を進めます。   

昆虫の観察会の様子 

川越市生物多様性地域戦略   

グリーンツーリズム
テキスト注釈
農山漁村地域において、その土地ならではの自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。

生物環境指標
テキスト注釈
生態学的によく研究され、生息できる環境条件が限られていることが判明している生物を用いて自然環境の動向を評価する指標のこと。
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施策７ 生物多様性を「まもる」 

施策７-１ 樹林・樹林地の保全 

 ・健全な生態系を育む緑を保全します。 

・残された一団の樹林地は、都市の中の貴重な緑として、各種保全制度により保全を図りま

す。 

施策７-２ 農地の保全 

 ・農薬の取扱いや適正管理について農業者へ啓発を促すとともに、減農薬・減化学肥料等

の環境保全型農業の普及を図ります。 

・地域計画の推進などにより、認定農業者等の中核的な担い手の育成を継続的に実施しま

す。 

・農業生産基盤の整備等を推進し、地域農業の担い手となる意欲的な農業後継者の育成を

図ります。 

・定年就農者、農業者が組織する法人等、幅広い担い手を視野に入れた支援に取り組みま

す。 

・関係機関等と連携し、貸し手と借り手のマッチングを進めるなど、遊休農地の発生防止と解

消に努めます。 

・AI や IoT 等を活用して農作物を生産・育成するスマート農業の普及を進めます。 

・農用地区域を中心とした郊外の農地については、今後も保全を図ります。 

・都市における良好な生活環境を確保するための農地として、生産緑地地区の保全や都市

農地の利活用に関する支援、情報提供に努めます。 

施策７-３ 河川や水辺等の保全 

 ・国や県等の河川管理者や民間団体などの協力を得ながら、本市の環境基盤を構成する荒

川、入間川、小畔川、新河岸川等の河川やその周辺の自然環境を保全し、良好な河川環境

を維持します。 

・関係機関との連携に努めながら、河川や湧水地などの身近にある水辺を活用し、地域の特

性に応じた親水空間の整備を図ります。 

・河川や調整池整備の際は、治水機能を優先しつつ、周辺環境の配慮に努めます。 

施策７-４ 貴重な動植物の保護や外来種対策 

 ・市民及び事業者等と連携してキタミソウなどの希少な野生動植物の保護・保全に努めま

す。 

・法令に基づき鳥獣の保護に努めるとともに、被害防除を含めた管理を検討します。 

・水生外来植物による水路等の機能阻害を防止するため、民間団体等と連携して必要な管

理を実施します。 

・生活環境被害や農作物被害をもたらすアライグマをはじめとする特定外来生物の積極的

な防除を継続して実施します。 

・侵略的外来種の拡大防止のため、外来種に関する情報を収集し、その特徴や防除方法を

わかりやすく市ホームページに掲載するなど、市民等へ情報発信します。 

・外来種の移植や放流、ペットの放逐などによる生物多様性に及ぼす影響について市民及び

事業者等の理解を進めます。 

・公園や緑地等の整備に当たっては、外来種の使用を控え、「市の木（かし）」や「市の花（山

吹）」など在来種の使用に努めます。 

川越市生物多様性地域戦略 

AI（エーアイ）
テキスト注釈
人工知能「Artificial Intelligence」の略称。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術のこと。テキスト、画像、音声などを自律的に生成できる生成AIなどがある。

IoT（アイオーティー）
テキスト注釈
従来インターネットに接続されていなかった様々なモノ（住宅、車、家電製品など）が、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、相互に情報交換をする仕組みのこと。

環境保全型農業
テキスト注釈
可能な限り環境に負荷を与えない農業、農法のこと。農業の持つ物質循環機能を生かし、土づくり等を通じて化学肥料や農薬の投入を低減し、環境負荷を軽減するよう配慮した持続的な農業生産方式の総称。

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。



 

99 

第 

１ 

章 

第 

２ 

章 

第 

３ 

章 

第 

４ 

章 

第 

５ 

章 

第 

６ 

章 

第 

７ 

章 

第 

８ 

章 

第 

９ 

章 

第 

10 

章 

資 

料 

編 

第 

11 

章 

施策８ 生物多様性を「つくる」 

施策８-１ まちなかの緑をつくる 

 ・良好で快適な生活空間を確保するため、公共施設や道路等の緑化を推進します。 

・宅地開発や事業所等の緑化に当たっては、接道部緑化や在来種の使用など、まちなかの

緑の確保と生物多様性に配慮した緑化となるよう事業者に働きかけます。 

・地域の身近な公園である街区公園、近隣公園等の整備を図り、まちなかの緑を創出しま

す。 

施策８-２ エコロジカル・ネットワークの形成 

 ・優れた自然環境が残っている場所を整備する際は、環境負荷の少ない整備手法を検討し

ます。 

・良好な自然環境が残る河川や水路の整備に当たっては、治水機能を優先しながら、環境に

配慮した工法も検討します。 

・エコロジカル・ネットワーク形成のため、福原地区の連続的な緑や高階地区、大東地区等に

点在する緑を一体的に保全します。 

・関越自動車道や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の道路緑化部分の連続性が保たれる

よう、管理者に働きかけます。 

・市街地において生き物の移動・休息空間を提供し、併せて環境学習の場として活用できる

よう、公園整備の際は生物多様性に配慮した整備に努めます。 

・中心市街地の初雁公園等の拠点と伊佐沼を結ぶ道路緑化など緑のネットワーク化を推進

します。 

・植栽可能な幅員を持つ都市計画道路等の緑化に努めます。 

・安心して歩ける緑道やコミュニティ道路の整備について検討します。 

施策９ 生物多様性を「いかす」 

施策９-１ 川越らしさをいかす 

 ・世界農業遺産武蔵野の落ち葉堆肥農法推進協議会と連携し、「武蔵野の落ち葉堆肥農

法」の維持・保全と栽培された農産物の付加価値の向上を目指します。 

・農産物直売所の情報提供やマルシェの開催を通じた直売機会の拡充と、市内農業者と飲

食店とのマッチング、学校給食等における利用促進により、川越産農産物の PR を図り、地

産地消を推進します。 

・伊佐沼公園や伊佐沼及びその周辺の田園景観を生かし、農業とのふれあいをコンセプトと

した川越市グリーンツーリズム拠点施設において、農のある生活を楽しむ場の提供等を行

い、グリーンツーリズムを推進します。 

・伊佐沼の水質を保全するとともに、関係団体と連携し、群生していたハスの再生を目指し

ます。 

施策９-２ 暮らしにいかす 

 ・民間団体等と連携し、里地里山的環境を活用したエコツーリズム的要素を取り入れた事業

を推進します。 

・生物多様性の保全につながる消費行動や配慮事項について、市民や事業者に向け情報を

発信します。 

川越市生物多様性地域戦略   

エコツーリズム
テキスト注釈
自然環境や歴史文化などの地域資源を対象とし、それらを生かした体験活動や観光を通して、地域の自然環境や歴史文化の保全性と持続可能性を考慮するツーリズム（旅行、レクリエーションの在り方）のこと。

グリーンツーリズム
テキスト注釈
農山漁村地域において、その土地ならではの自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。

コミュニティ道路
テキスト注釈
都市内の裏通りなどで最小限の自動車の通行を可能にしつつも速度を抑えるよう道路構造を工夫した歩行者・自動車共存の道路のこと。

世界農業遺産
テキスト注釈
世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を、国際連合食糧農業機関（FAO）が認定する制度のこと。

武蔵野の落ち葉堆肥農法
テキスト注釈
火山灰土に厚く覆われ、作物が育ちにくい武蔵野台地において、多くの木を植えて平地林として育て、その落ち葉を掃き集めて堆肥にして畑に入れることで土壌を改良する伝統農法のこと。平成29年3月に日本農業遺産、令和5年7月に世界農業遺産に認定されている。

エコロジカル・ネットワーク
テキスト注釈
貴重な自然を保全するとともに、分断された自然をつなぎ、生き物の移動経路を確保したり、自然の働きを回復させることによって、豊かな自然を再興しようとする取組のこと。
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みんなで取り組むことの例 （生物多様性の保全） 

    

 

＜気づく（理解）＞ 

●生物多様性や外来生物に関する情報の収集 

＜動く（行動）＞ 

●水を汚さない、外来生物を捨てたり放したりしないなど自然環境や動植物に配慮した行

動の実践 

●地元農産物など生物多様性に配慮した商品・サービスの選択・購入 

●キャンプや生き物観察会など自然とふれあう機会を増やす 

●美化活動や外来生物の防除、生き物調査への参加・協力・連携 

●農薬・肥料の適正利用や環境保全型農業の実践 

●敷地内の緑化 

●環境保全活動のリーダーとなる人材の育成（団体） 

●環境保全活動等への参加機会の提供（団体） 

＜伝える（発信）＞ 

●自然の素晴らしさを写真や絵、文章で身近な人に見てもらう 

●生き物調査や環境保全活動に関する情報発信（団体） など 

市民・団体等 

 

 

＜気づく（理解）＞ 

●生物多様性保全に貢献するビジネス活動等の情報の収集 

＜動く（開発、活動）＞ 

●自然環境や動植物に配慮した事業活動の実践 

●生物多様性に配慮した原材料の調達やサービスの利用 

●地元農産物の活用など生物多様性に配慮した商品・サービスの開発・提供 

●美化活動や環境保全活動への参加・協力・連携 

●保有する敷地内緑地や社有林について、自然共生サイトへの登録や OECM（保護地域以

外で生物多様性保全に資する地域）としての管理 

●地域の自然を生かしたエコツーリズムの企画提案 

＜伝える（発信）＞ 

●環境保全活動の情報発信 など 

事 業 者

川越市生物多様性地域戦略 

エコツーリズム
テキスト注釈
自然環境や歴史文化などの地域資源を対象とし、それらを生かした体験活動や観光を通して、地域の自然環境や歴史文化の保全性と持続可能性を考慮するツーリズム（旅行、レクリエーションの在り方）のこと。

環境保全型農業
テキスト注釈
可能な限り環境に負荷を与えない農業、農法のこと。農業の持つ物質循環機能を生かし、土づくり等を通じて化学肥料や農薬の投入を低減し、環境負荷を軽減するよう配慮した持続的な農業生産方式の総称。
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環境目標４ 安全・安心な生活環境の保全 

健やかな暮らしのできる環境を確保し、

市民の健康を守ります 「安全・安心な生活環境の保全」 
 

【関連する SDGｓ目標】 

 
 

 

目 

指 

す 

姿 

・市内の大気・水質などの調査状況や結果について誰もが知ることができ、安全・安心な

生活環境が維持されています。 

・家庭では、ごみの適正処理や生活排水による水の汚れ防止、雨水の活用など環境に配

慮したライフスタイルが普及しています。 

・工場や事業所では、環境に配慮した事業活動が徹底され、化学物質や廃棄物の適正管

理・処理により良好な生活環境が守られています。  など 

 

施策１０ 大気環境の保全 
市内の大気環境について、環境基準が定められている項目のうち、光化学オキシダント以外は

全て環境基準を達成しています。今後も良好な大気環境を維持し、私たちがより安全で健やかな

生活を送るため、適切な大気汚染状況の監視の実施や原因物質の排出抑制対策を推進し、健康

被害を防止します。 

施策１１ 水・土壌環境の保全 
市内の水環境について、公共用水域や地下水の水質調査を行っており、概ね環境基準を達成し

ています。また、市内の土壌汚染の状況を把握し、汚染があった場合には適切な対策の実施を図っ

ています。今後も良好な水・土壌環境を維持するため、水質調査や排水対策、土壌汚染の把握を

行い、健康被害防止を図るとともに良好な水循環を促します。 

施策１２ 化学物質等の環境リスク対策 
私たちの生活では、多くの化学物質が様々な用途で使用されています。中には人の健康や生態

系に影響を及ぼすような物質も存在しています。このため、化学物質に対する意識啓発、情報発信、

適正管理等を通じて、化学物質対策を進めます。 

また、香害や化学物質過敏症、PFAS（有機フッ素化合物）など新たな環境リスクについても施策

を展開し、市民等の安全・安心な暮らしと健康を守ります。  

PFAS（ピーファス）
テキスト注釈
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称。PFASの中でも、PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）、PFOA（ペルフルオロオクタン酸）は、幅広い用途で使用されており、これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取組が進められている。

香害
テキスト注釈
化粧品や香水、柔軟仕上げ剤などに含まれる合成香料（化学物質）のにおいによって、不快感や健康への影響が生じること。

光化学オキシダント
テキスト注釈
工場や車から出る窒素酸化物や揮発性有機化合物が紫外線を受け反応してできる酸化力の強い物質の総称。光化学オキシダントの濃度が高くなり、遠くの景色やビルが「もや」がかかったように見えにくくなる現象は光化学スモッグと言われている。
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■指標、目標値 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

大気汚染に係る環境基準達成状況 
（％） 

82.3 100 100 

水質汚濁に係る環境基準達成状況 
（％） 

88.9 100 100 

地下水環境基準達成状況※
 （％） 84.4 100 100 

市内湧水の箇所数 （箇所/年） 26 26 26 

 

施策１０ 大気環境の保全 

施策１０-１ 大気汚染対策 

 ・工場・事業場に対し立入検査を実施し、法令に定められている基準を遵守するよう指導し

ます。 

・大気汚染の状況を引き続き監視するとともに、大気汚染が著しくなり、人の健康又は生活

環境に係る被害が生じるおそれがある場合には、その事態を市民に周知する等的確に対

応します。 

・光化学オキシダントの原因物質である揮発性有機化合物について、法令に基づき排出抑

制対策を推進します。 

・長期間暴露することにより発がん性や慢性毒性等、人の健康に有害な影響を及ぼすおそ

れがある有害大気汚染物質の汚染状況を監視し、市民へ適切に情報を提供することによ

り、健康被害を防止します。 

・関係法令に基づき建設・解体工事等への立入検査を行い、アスベストの飛散防止・適正処

理について指導等を行います。 

・大気中のアスベスト濃度をモニタリングし、市民へ適切に情報を提供することにより健康被

害を防止します。 

・公共施設等におけるアスベスト使用箇所については、既に対策を講じています。また、解体

時等でアスベストを除去する際には、適正に処理します。 

・アスベストに関する健康相談に適切に対応し、健康被害の疑いが認められる場合、関係機

関と連携を図ります。 

施策１０-２ 騒音・振動・悪臭の対策 

 ・自動車交通騒音の調査を引き続き実施します。 

・工場や事業場から発生する騒音・振動・悪臭を防止するため、法令に定められている基準

を遵守するよう指導します。 

・騒音・振動・悪臭の抑制のため、関係法令の周知・啓発を行います。 

※ 市内 32 メッシュ（概ね 2ｋｍメッシュに区分）の達成状況 

アスベスト
テキスト注釈
アスベスト（石綿）は天然の鉱物繊維のことで、丈夫で変化しにくい特性から建材や工業製品に広く使用されていた。しかし、発がん性が問題となり、国では平成18（2006）年に全面禁止されている。アスベストが使われている古い建物の解体や改修においては、飛散防止対策として資格者による調査と適切な処理が義務付けられている。

光化学オキシダント
テキスト注釈
工場や車から出る窒素酸化物や揮発性有機化合物が紫外線を受け反応してできる酸化力の強い物質の総称。光化学オキシダントの濃度が高くなり、遠くの景色やビルが「もや」がかかったように見えにくくなる現象は光化学スモッグと言われている。
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施策１１ 水・土壌環境の保全 

施策１１-１ 水循環の保全対策 

 ・公共施設の水道設備に対して、節水対策として自動水

栓又は節水型機器の導入を推進します。 

・広報川越・上下水道局だより等の各種媒体や、浄・受水

場施設開放・水道ポスター展等の事業を通して、水の大

切さの啓発に努めます。 

・水源維持のため、浄水場の既設井戸の保全・管理に努

めます。 

・雨水の利用に向けて、雨水貯留施設や雨水浸透ますの

設置を推進します。 

・雨水の一時的な流入抑制及び有効利用を図るため、家

庭用小型雨水貯留槽等の設置支援を行い、導入を促進

します。 

・湧水の保全に向けて、湧出量の測定や新たな湧出地点

の確認等、モニタリング調査を実施します。また、水量の

減少や水質の悪化等の問題がある湧水については、復

活を目指す対策について検討します。 

・定期的に漏水調査を実施し、早期発見、迅速な修理に努めます。 

・歩道については、透水性舗装整備など、水循環対策に努めます。 

施策１１-２ 水質汚濁対策 

 ・県測定計画地点に加え、市単独で測定地点をきめ細かく設定し、定期的に水質調査を実

施します。 

・工場・事業場に対し立入検査を実施し、法令に定められている基準を遵守するよう指導し

ます。 

・流域住民と事業者との連携により、河川浄化対策に関する協働事業を推進します。 

・近隣自治体との広域連携により、生活排水対策を推進します。併せて、県と連携を図り、不

老川流域生活排水対策推進協議会や不老川水環境改善連絡会による対策の進捗管理を

行います。 

・公共下水道整備が完了した区域については、下水道への切り替えを指導していきます。ま

た、市街化調整区域については、地域に応じて公共下水道の整備や農業集落排水処理施

設の維持管理と合併処理浄化槽の設置・維持管理を促進します。 

・地下水モニタリングにより、有害物質による汚染状況を把握します。 

施策１１-３ 土壌汚染対策 

 ・法令に基づき土地所有者等に土壌汚染状況調査の実施や汚染土壌の適切な管理を指導

します。   

藤原町第一公園地下にある 
雨水貯留施設 

藤原町第一公園 
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施策１２ 化学物質等の環境リスク対策 

施策１２-１ 化学物質・有害物質等対策 

 ・工場や事業場における管理体制の整備を促進し、公害の未然防止を図ります。 

・化学物質・有害物質の取扱事業者に対して立入検査を実施し、法令に定められている基

準の遵守及び適正管理について指導します。 

・食品や農作物等に含まれる化学物質についての基礎知識と、化学物質の摂取量をできる

だけ低減するために心がけること等についての情報を提供し、食の安全性に対する市民の

意識を高めます。 

・食品の放射性物質測定を実施し、食の安全・安心を提供します。 

・建材及び家具等から発散するホルムアルデヒドや VOC（トルエン、キシレン等の揮発性の

有機化合物）による室内空気汚染の被害を防止するための啓発を行います。 

・環境基準や規制の対象となっていない化学物質・有害物質等に関する問題についても、必

要に応じて調査や市民への情報発信を行います。 

・こどもたちが多く利用する保育園や学校等の施設では、化学物質の使用について適切な

対策を講じます。また、大規模改造工事等の際には、環境に配慮した学校づくりを図りま

す。 

・公共施設等における非喫煙者の保護（受動喫煙防止）に関する情報提供や啓発を行いま

す。 

施策１２-２ 化学物質の適正管理 

 ・事業者からの化学物質排出状況等を把握し、公表することにより、化学物質の適正管理を

促進します。 

・市で使用する消毒薬等の化学物質の管理徹底及び適正な使用を図ります。 

施策１２-３ 環境コミュニケーションの支援 

 ・事業者等が自主的に実施する環境コミュニケーション等により、地域住民に対し、化学物

質や土壌汚染、アスベスト等に関する適切な情報提供を行えるよう指導・助言に努めます。 

施策１２-４ ダイオキシン類対策 

 ・大気、水質、土壌等のダイオキシン類による汚染状況の監視を実施します。 

・ダイオキシン類発生施設に対して立入検査を実施し、法令に定められている基準を遵守す

るよう指導します。 

施策１２-５ 放射性物質対策 

 ・大気中及び除染土埋設地点の放射線量をモニタリングするとともに、その結果を市民へ公

表します。 

・空間放射線量測定器の貸出を通じて、市民に安全・安心を提供します。 

施策１２-６ 事故時の対策 

 ・工場・事業場の施設の破損その他の事故により、大気汚染又は水質汚濁が発生した場合

には、原因者による対策が適切に実施されるよう指導します。 

 
   

VOC（ブイオーシー）
テキスト注釈
揮発性有機化合物のこと。常温常圧で揮発する有機化学物質の総称で、洗浄剤や溶剤、燃料等に広く利用されている。公害や健康被害をもたらす。

アスベスト
テキスト注釈
アスベスト（石綿）は天然の鉱物繊維のことで、丈夫で変化しにくい特性から建材や工業製品に広く使用されていた。しかし、発がん性が問題となり、国では平成18（2006）年に全面禁止されている。アスベストが使われている古い建物の解体や改修においては、飛散防止対策として資格者による調査と適切な処理が義務付けられている。

ホルムアルデヒド
テキスト注釈
目がチカチカしたり涙が出る、鼻水が出る、のどの痛みや咳などシックハウス症候群の原因となる代表的な化学物質のこと。住宅の壁や天井、押入、床フローリングなどの合板に使用されている。

環境コミュニケーション
テキスト注釈
行政、市民、事業者などが、化学物質等環境に関する正確な情報を共有し、お互いに理解を深めるために行う意見交換会のこと。開催することで化学物質による環境リスクの低減及び住民の不安解消が図られる。

ダイオキシン類
テキスト注釈
極めて毒性の強い有機塩素系化合物で、ダイオキシン類対策特別措置法に定めるものとしては、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルがある。
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みんなで取り組むことの例 （安全・安心な生活環境の保全） 

 

   

浸透ます 

 

 

＜気づく（理解）＞ 

●大気環境や水環境に関する情報の収集 

＜動く（行動）＞ 

●自転車や公共交通機関の利用 

●貯めた雨水について、打ち水やガーデニングなどへの活用 

●節水や生活排水の適正処理 

●川や池などにごみを捨てない など 

市民・団体等 

 

 

＜気づく（理解）＞ 

●最新の科学的知見や環境に対するリスクなどの情報収集 

＜動く（開発、活動）＞ 

●大気環境や水環境などに関する各種法令の遵守 

●自然や生活環境に配慮した事業活動・開発の実践 

●事業活動で発生した廃棄物の適正処理 

●化学物質などの適正保管や適正処分 など 

事 業 者

雨水貯留タンク 

TOPIC 雨水貯留タンクと浸透ますで家と水の循環を守ろう 

市が補助を行っている家庭用小型雨水貯留槽（雨水貯留タンク）と浸透ますがどんなものか

知っていますか？これは、雨水を貯めたり地中に浸透させたりすることで、住宅等の浸水被害を

軽減するための設備です。 

住宅等で浸水被害が起こるのは、都市化に伴い多くの土地がコンクリートなどに覆われ、大 

雨が降ると地中に浸透せず、水が水路や下水道に

一気に流れ込み溢れやすくなってしまうことが要因

の一つとなっています。 

雨水貯留タンクや雨水浸透ますを設置すること

で、雨水を一時的にためて流出量を調整し、水路

や下水道へ短時間に大量の雨水が流れ込むのを

防ぐことができます。さらに、浸透ますなどにより雨

水をゆっくりと地下へ浸透させることで、自然の水

循環を助ける役割も果たします。 
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共通目標  地域づくり・人づくり 

市民、事業者、民間団体との協働により、

地域の魅力を生かし、快適に暮らせるま

ちを実現します            「地域づくり・人づくり」 
 

【関連する SDGｓ目標】 

 
 

 

目 

指 

す 

姿 

・先人から引き継がれた大切な歴史遺産や景観が地域住民や事業者、観光客の連携・協

力のもと保全・保護されています。 

・市街地や駅周辺では、自転車や公共交通機関の利用が進み、自動車は環境性能に優

れた自動車が主流になるなど環境負荷の少ない交通体系への転換が進んでいます。 

・太陽光発電設備や蓄電池の導入などが進み、災害に強いまちづくりが進んでいます。 

・学校では誰もが環境の大切さについて学ぶことのできる学習の場や機会が充実してい

ます。 

・地域では美化活動や保全活動だけでなく、環境保全や地域活性化につながるツーリズ

ムも積極的に行われており、誰もが気軽に参加することができます。 

・市ホームページや SNS など多様な媒体により環境の情報や取組状況が発信されてお

り、誰もが気軽に情報を手に入れることができます。 など 

 

施策１３ 歴史と文化を生かした地域づくり 
本市は、蔵造りの町並みをはじめ、城下町として栄えてきた時代の面影など、自然と調和した歴

史遺産を多数有しています。これらを地域の重要な歴史・文化や景観資源として保全し、次の世代

に継承していくため、歴史と文化を生かした地域づくりに努めます。 

施策１４ 快適に暮らせるまちづくり 
まちづくりを考える上で、景観に配慮したまちづくりや環境負荷の少ない交通体系の確立は、重

要な課題として挙げられます。また、近年では、気候変動による大雨や猛暑、地震等の自然災害へ

の対応も重要な課題となっています。 

地域の特性や魅力を生かした都市機能の集約化を目指しながら、誰もが安心して快適に暮らせ

るまちづくりを目指します。 

川越市生物多様性地域戦略 

川越市生物多様性地域戦略 
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施策１５ 自ら進んで学び行動する人づくり 
市、市民、事業者及び民間団体の各主体が自主的に、かつ、協働で環境保全活動を実践するた

めには、各主体が日常生活や事業活動と環境との関わりに気付き、自分の役割や責任を理解し、

行動・参加するための力を身に付けることが重要です。そのために、環境に関する情報を幅広く提

供するとともに、多様な場や機会での環境教育・環境学習を推進します。 

施策１６ 地域循環共生圏の実現 
今、世界が抱える問題は環境だけにとどまらず、経済・社会の課題にも複雑に関連しています。

それらの解決には、地域の資源や人材を最大限に活用して環境・経済・社会を良くしていく仕組み

づくりと地域同士で支え合うネットワークを形成していく「地域循環共生圏」の実現が重要です。そ

のために、現在取り組んでいるものを磨き上げ、多様な主体と連携することで本市の特性・地域資

源を生かした自立・分散型の社会の構築を図ります。 

 

■指標、目標値 

指標 

現状値 目標値 

令和 6 年度 

（2024 年度） 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
令和 17 年度 

（2035 年度） 

景観重要建造物等の指定件数 ※ 1 
（件） 

61 67 72 

自転車シェアリングの年間トリップ数
（回） 

188,888 131,900 131,900 

市内循環バス「川越シャトル」の年間
利用者数 （人） 

401,632 401,632 以上 401,632 以上 

環境問題に関心がある市民の割合 
※2

（％） 
77.1 78.6 80.0 

環境学習講座への参加者数  
（延べ人/年） 

1,421 前年以上 前年以上 

クリーン川越市民運動参加人数  
（人/年） 

80,947 81,000 81,000 

かわごえ環境ネットやその他団体と
協働等により実施した環境関連事業
数 （事業/年） 

20 前年以上 前年以上 

ISO14001 等認証取得事業所数※3 
（事業所） 

131 
令和 5（2023）年度 

145 150   
※1 都市景観重要建築物からの移行を含む 

※2 環境問題について「関心がある」又は「まあ関心がある」と回答した人の割合 

    （現状値は川越市の環境に関するアンケート調査より。以降は、市民環境調査（3 年ごと）にて集計予定） 

※3 ISO14001、エコアクション 21、埼玉県エコアップ認証、グリーン経営認証を対象 

第二次川越市環境教育等行動計画 

川越市生物多様性地域戦略   

ISO（アイエスオー）14001
テキスト注釈
国際標準化機構（ISO）が定めた、環境マネジメントシステムの国際規格のこと。計画と検証を繰り返すPDCAサイクルを特徴とする。

エコアクション21
テキスト注釈
環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムの一つで、企業や団体が実施する環境に配慮した取組を見える化し、第三者機関が認証・登録する日本独自の制度のこと。

グリーン経営認証
テキスト注釈
環境保全を目的にした取組を行っている運輸事業者（トラック、バス、タクシー、旅客船、内航海運、港湾運送、倉庫）に対する認証制度のこと。

景観重要建造物
テキスト注釈
景観法に基づき指定される景観上重要な価値があると認められる建造物のこと。

埼玉県エコアップ認証
テキスト注釈
県が独自に設けた環境マネジメント認証制度であり、環境マネジメントに取り組み、かつ、CO₂削減及び廃棄物の排出抑制等環境負荷低減に優れた取組をしている事業所を県が認証する制度のこと。

シェアサイクル、自転車シェアリング
テキスト注釈
自転車を共同で利用する仕組みのこと。市の中心市街地を中心に、自転車の貸出や返却を行う駐輪場（ポート）を設置している。

地域循環共生圏
テキスト注釈
各地域が有する地域資源（自然、物質、人材、資金など）を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことで、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方のこと。
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施策１３ 歴史と文化を生かした地域づくり 

施策１３-１ 歴史的町並みや文化財の保存・整備 

 ・古い町並みや歴史的建造物が多く残る北部市街地などは、街

路美装化など歴史的環境に配慮した整備を推進するととも

に、歩行者空間の環境改善や回遊性の向上を図ります。 

・郷土学習の場、市民の憩いの場として、国指定史跡河越館跡

史跡公園の有効活用を図ります。また、史跡公園の充実を図

るため、引き続き整備事業を継続します。 

・歴史的風致維持向上計画の重点区域内の都市景観形成地

域では、自然と調和した良好な都市景観の形成を推進し、歴

史的景観の維持保全に努めます。また、今後、新たな地域指

定を検討します。 

・川越のシンボルであり、市民にも親しまれている時の鐘の音

を聞きながら暮らせるような、音風景の保全に努めます。 

・郷愁漂う菓子屋横丁について、だんごや駄菓子等の懐かしいかおりとともに、かおり風景

の保全に努めます。 

・指定文化財の所有者や管理者に対して、文化財の保存や修理の指導・助言を行い、維持・

管理の充実に努めます。 

・未指定文化財の調査・研究を行い、優れた文化財は指定文化財に指定します。 

施策１３-２ 自然と一体となった文化・景観の保全 

 ・川越市景観計画に基づき、景観重要建造物・景観重要樹木の指定を推進し、保全・継承を

図ります。 

・伝統的建造物群保存地区保存計画に基づき、環境物件の指定・保全に努め、自然と一体と

なった歴史的風致の維持・向上に努めます。 

 

施策１４ 快適に暮らせるまちづくり 

施策１４-１ 交通の円滑化とネットワーク化の推進 

 ・バス等の総合案内板及びバス停への上屋の整備等を促進することで利便性の向上を図

り、バスの利用促進に努めます。 

・市内循環バス「川越シャトル」は、路線や運行本数、目的地等の見直しと改善を継続的に行

います。 

・川越市都市・地域総合交通戦略や川越市都市計画マスタープランに基づき、駅周辺や道

路の整備を進め、渋滞の緩和や市民及び観光客の利便性の向上、安全性・快適性の確保

に努めます。 

・中心市街地への車両の流入を抑制し、交通渋滞の緩和及び歩行者の安全確保を図るた

め、郊外型駐車場の活用によるパークアンドライドを推進します。 

・道路整備に当たっては、資材に環境配慮型の製品を使用するなど、環境に配慮した整備に

努めます。 

  

時の鐘 

川越市生物多様性地域戦略 

景観重要建造物
テキスト注釈
景観法に基づき指定される景観上重要な価値があると認められる建造物のこと。

景観重要樹木
テキスト注釈
景観法に基づき指定される、景観計画区域内において特に良好な景観を形成している樹木のこと。

パークアンドライド（パークアンドサイクルライド・パークアンドバスライド）
テキスト注釈
交通渋滞緩和や環境負荷軽減のため、商業施設などの指定駐車場でマイカーからバスや電車などに乗り換えて通勤、通学するシステムのこと。
パークアンドサイクルライドやパークアンドバスライドは、パークアンドライドの一種で、郊外の公共施設まで自動車でアクセスし、公共施設の駐車場に駐車して、自転車（サイクル）やバスに乗り換えて目的地まで移動する方法のこと。
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施策１４-２ 徒歩・自転車の利用促進 

 ・自転車専用レーンの整備を検討するなど、自転車利

用の促進を図ります。 

・中心市街地における観光客の回遊性向上と賑わい

の創出、既存公共交通機関を補完することによる観

光客や市民の利便性向上、自動車から自転車への

利用転換による自動車交通量の削減等を図るため、

自転車シェアリング事業を推進します。 

・駅周辺の自転車駐車場の整備を推進し、自転車利

用の促進を図ります。 

・自転車駐車場の修繕を行うなど、施設の保全を適切に行うとともに、利用者が安全で利用

しやすい施設運営に努めます。 

・歩行者が安全に歩ける歩行空間（歩道等）の整備を推進します。 

施策１４-３ 災害対策の充実 

 ・川越市地域防災計画に基づき、災害時や緊急時に備えた食料、飲料水、生活必需品及び

応急災害対策用資機材の質と量の充実を図ります。また、市内主要駅において、帰宅困難

者対策訓練を実施し、関係機関と連携を強めます。 

・公共施設において、かまどベンチなど防災機能の充実を図るとともに、主要な避難施設等

においては、停電時にもエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導入を促

進します。 

・災害状況、指定緊急避難場所・指定避難所、各種ハザードマップについて、市民や事業者

等への周知を図ります。 

・防災訓練や講話など、あらゆる機会を捉え、自助、共助の周知・防災意識の醸成に努めま

す。 

施策１４-４ 地域環境美化の促進 

 ・市民による「ごみゼロ運動」や自主的な地域環境美化活動を支援します。 

・観光客も含め、ごみの持ち帰りを促進し、地域環境美化への意識を高めます。 

・市内各駅周辺の自転車放置禁止区域における自転車置き方指導員の配置や、通行の妨げ

となる自転車の撤去により、良好な景観の保持に努めます。 

施策１４-５ 空家等・あき地対策の推進 

 ・空家等・あき地の所有者又は管理者に対して、適切な管理を促進するため情報の提供や助

言等を行います。 

  

シェアサイクル 

川越市生物多様性地域戦略   

シェアサイクル、自転車シェアリング
テキスト注釈
自転車を共同で利用する仕組みのこと。市の中心市街地を中心に、自転車の貸出や返却を行う駐輪場（ポート）を設置している。

シェアサイクル、自転車シェアリング
テキスト注釈
自転車を共同で利用する仕組みのこと。市の中心市街地を中心に、自転車の貸出や返却を行う駐輪場（ポート）を設置している。

ハザードマップ
テキスト注釈
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のこと。
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施策１５ 自ら進んで学び行動する人づくり 

施策１５-１ 環境情報の提供 

 ・出前講座やイベント、環境関連施設の活用等によ

り、様々な環境に関する情報を提供し、啓発を図り

ます。また、各種メディアを活用し、誰にでも分かり

やすい環境に関する情報の積極的な提供に努めま

す。 

・星空観察会、自然観察会等を実施し、体験型環境

学習の機会を充実させます。 

・市民参加による市民環境調査・自然環境調査を実

施し、市内の環境に関するデータを収集するととも

に、暮らしの中の環境を考えるきっかけづくりとしま

す。 

・講演会、フォーラム、出前講座など各主体が環境学習を推進するための機会を支援しま

す。 

施策１５-２ 学校等における環境教育の推進 

 ・ESD など、幼児期・学童期から環境教育に積極的に取り組むことで、環境問題、自然との

共生等、環境への意識を育みます。 

・省エネ活動に取り組む家庭を認定する「エコチャレンジファミリー認定事業」や学校版環境

ISO を実践する学校を認定する「エコチャレンジスクール認定事業」など各種啓発事業を

実施します。 

・小中学校については、社会科副読本の作成、社会見学、校外学習等、身近な環境について

の学習を促進します。 

・小中学校の先生を対象とした環境教育研修会を実

施し、学校における環境教育を支援します。 

・環境省の『環境学習 STATION』をはじめ WEB で

閲覧・取得できる動画や資料の活用や、県の環境学

習機材貸出等について情報提供を行います。 

・SDGs パートナーや埼玉県環境学習応援隊による

出前授業の活用を啓発します。 

・研修会や発表会の場を設けることで、こどもエコクラ

ブの活動を支援します。また、こどもエコクラブ間の

交流を図ります。 

施策１５-３ 地域における環境学習・環境活動の推進 

 ・日常生活や事業活動における環境の保全・創造のために取り組むべき具体的な行動を定

めた川越市環境行動計画を、第四次計画と連動するように見直すとともに推進します。 

・県の環境アドバイザー制度等を広く周知し、活用を推奨します。 

・専門的な技術や豊富な経験を持つ人材を積極的に活用し、次世代の育成に取り組みま

す。 

・表彰制度や研修の機会の提供等を通じて自発的な取組を促進します。 

 

市民環境調査の様子 

こどもエコクラブ研修会の様子 

（JAXA 地球観測センター訪問） 

第二次川越市環境教育等行動計画 

川越市生物多様性地域戦略 

第二次川越市環境教育等行動計画 

ESD（イーエスディー）
テキスト注釈
「Education for Sustainable Development」の略称で、持続可能な開発のための教育のこと。現代社会の問題を自らの問題として主体的に捉え、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保できるよう、身近なところから取り組むことで、問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたらし、持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学習・教育活動のこと。

ISO（アイエスオー）14001
テキスト注釈
国際標準化機構（ISO）が定めた、環境マネジメントシステムの国際規格のこと。計画と検証を繰り返すPDCAサイクルを特徴とする。

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

エコチャレンジスクール認定事業
テキスト注釈
市が貸し出す電力を測る機器を使用して、数値を実感しながら省エネ活動に取り組む家族を「エコチャレンジファミリー」と認定することで、省エネの取組を広げる事業のこと。

エコチャレンジファミリー認定事業
テキスト注釈
ISO14001を模した学校教育プログラムのこと。環境保全の身近な行動について目標を立て、実践と検証を行う。

環境アドバイザー制度
テキスト注釈
環境アドバイザー制度 : Marked

環境アドバイザー制度
テキスト注釈
環境保全に関する有識者、環境保全活動の実践者から構成される環境アドバイザーを、地域の環境活動や学習会に講師として派遣する制度のこと。

環境アドバイザー制度
テキスト注釈
環境保全に関する有識者、環境保全活動の実践者から構成される環境アドバイザーを、地域の環境活動や学習会に講師として派遣する制度のこと。

環境学習STATION
テキスト注釈
環境省が提供する環境教育のための情報サイトのこと。

こどもエコクラブ
テキスト注釈
こどもたちの興味や関心に基づいて、家庭、学校、地域など、身近でできる環境活動に取り組むクラブのこと。
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施策１５-４ 協働による取組の推進 

 ・かわごえ環境ネット等とのパートナーシップの強化に努め、地域全体の環境保全活動を推

進します。 

・協働による事業を展開していくための情報交換、相互交流等、各主体の環境保全活動を

支援します。 

 

施策１６ 地域循環共生圏の実現 

施策１６-１ 地域資源の保全・活用 

 ・地域の文化・歴史や森林、景観などの多様な地域資源を活用して市内の環境スポットを巡

る見学・体験ツアーを企画し、環境意識の啓発を図ります。 

・太陽光発電や熱などの多様な分散型エネルギーを活用するなど、地域における効率的なエ

ネルギー利用について検討します。 

・AI や IoT 等の新技術を生かした啓発事業を推進します。 

施策１６-２ 環境に配慮した企業づくり 

 ・ISO１４００１、エコアクション２１、埼玉県エコアップ認証等の環境マネジメントシステムに関

する認証制度や、市ゴールドエコストア・エコオフィス等の認定制度について周知啓発・認

証取得促進に取り組み、環境経営の普及を図ります。 

・「埼玉県 SDGs パートナー登録制度」への登録に向けた啓発事業を進めます。 

・環境ビジネスの普及に向けて、事業者の環境 SDGs に関する取組の PR やモデル事例を

共有するなど優良事例の発信・共有を図ります。 

・環境に配慮した企業の立地を促進します。 

施策１６-３ 市域を越えた連携の推進 

 ・地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、廃棄物、交通問題等、広域的な取組が必要な課題につ

いては、国及び関係自治体との連携・協力を強化します。 

・姉妹・友好都市提携を結んでいる国内３都市、海外３都市との交流を通じて、環境対策の

情報発信・交換に努めます。 

  

第二次川越市環境教育等行動計画   

川越市生物多様性地域戦略   

AI（エーアイ）
テキスト注釈
人工知能「Artificial Intelligence」の略称。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術のこと。テキスト、画像、音声などを自律的に生成できる生成AIなどがある。

IoT（アイオーティー）
テキスト注釈
従来インターネットに接続されていなかった様々なモノ（住宅、車、家電製品など）が、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、相互に情報交換をする仕組みのこと。

ISO（アイエスオー）14001
テキスト注釈
国際標準化機構（ISO）が定めた、環境マネジメントシステムの国際規格のこと。計画と検証を繰り返すPDCAサイクルを特徴とする。

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

エコストア・エコオフィス
テキスト注釈
川越市内で簡易包装やはかり売りの推進、ごみの減量や分別の徹底、節電や雨水利用など環境への負荷の低減を積極的に行っているお店や事業所を市が認定する制度のこと。
2年ごとの更新時に一定の基準を満たしていれば、通常認定より基準が高く、模範的な店舗・事業所であることを現すゴールドエコストア・ゴールドエコオフィスへのステップアップが可能となる。

環境マネジメントシステム
テキスト注釈
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このための体制・手続き等の仕組みのこと。

埼玉県エコアップ認証
テキスト注釈
県が独自に設けた環境マネジメント認証制度であり、環境マネジメントに取り組み、かつ、CO₂削減及び廃棄物の排出抑制等環境負荷低減に優れた取組をしている事業所を県が認証する制度のこと。
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みんなで取り組むことの例 （地域づくり・人づくり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜気づく（理解）＞ 

●環境に関する情報の収集 

＜動く（行動）＞ 

●家族や友人など、身近な人たちと環境について話す 

●ごみゼロ運動など地域美化活動への参加 

●自転車や公共交通機関の利用 

●ハザードマップの確認や防災グッズの準備 

●生き物調査や観察会への参加 

●環境に関する講座やイベントへの参加 など 

市民・団体等 

 

 

＜気づく（理解）＞ 

●環境に関する情報の収集 

＜動く（開発、活動）＞ 

●ごみゼロ運動や地域美化活動への参加 

●公共交通機関の利用 

●災害時の BCP 対策の作成 

●研修の開催など環境保全を担う人材の育成 

●埼玉県 SDGs パートナー登録制度への登録 

●ISO１４００１、エコアクション２１等の認証取得 

●地域の文化・歴史や森林、景観など農林水産物以外の多様な地域資源を活用した製品や

サービスの開発・提供 

＜伝える（発信）＞ 

●CSR（企業の社会的責任）活動の情報発信 

＜支える（協力、支援）＞ 

●見学の受け入れや講師の派遣 など 

事 業 者

第二次川越市環境教育等行動計画 

川越市生物多様性地域戦略 

BCP（ビーシーピー）
テキスト注釈
「Business Continuity Plan」の略称で、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。

CSR（シーエスアール）
テキスト注釈
「Corporate Social Responsibility」の略称で、企業の社会的責任のこと。企業活動において、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、従業員、投資家、地域社会などの利害関係者に対して責任ある行動をとるとともに、説明責任を果たしていくことを求める考え方。

ISO（アイエスオー）14001
テキスト注釈
国際標準化機構（ISO）が定めた、環境マネジメントシステムの国際規格のこと。計画と検証を繰り返すPDCAサイクルを特徴とする。

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

ハザードマップ
テキスト注釈
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のこと。
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第６章 重点プロジェクト 

１ 重点プロジェクトの概要 

第６章では、第５章の施策や市の地域特性・課題、環境に関する最新の動向などを踏まえ、特に

重点的かつ分野横断的な展開を図る必要のある主要なテーマを「重点プロジェクト」と位置付け、

第四次計画の効果的な推進を図ります。 

なお、重点プロジェクトは以下の方針に基づき設定しました。 

●特に取り組む必要性が高く、施策全体を牽引する効果が期待されること 

●次世代を担う人材の育成やまちづくりにつながるものであること 

●単独の分野だけでなく他分野への貢献や地域課題の解決につながるものであること 

 

２ 重点プロジェクト 

前述の方針に則り、以下５つの重点プロジェクトを設定、推進します。 

 

■重点プロジェクト一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重点プロジェクト１  

脱炭素につながる暮らし・事業活動の普及プロジェクト 

重点プロジェクト２ 

サーキュラーエコノミー（循環経済）推進プロジェクト 

重点プロジェクト３ 

生物多様性や地域資源の見える化・活用プロジェクト 

重点プロジェクト４ 

環境施策を支える基盤づくりプロジェクト 

重点プロジェクト５ 

環境施策を支え実践する企業づくりプロジェクト 

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。
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重点１ 脱炭素につながる暮らし・事業活動の普及プロジェクト 
 

重点設定の背景 

●パリ協定の達成には徹底した省エネや再生可能エネルギーの導入、脱炭素型ライフスタイルへ

の転換などによるカーボンニュートラルの実現が重要となっています。 

●本市の温室効果ガス排出量は減少傾向にあるものの目標の達成には至っていない状況です。

また、地球温暖化対策の取組として「デコ活」や「小江戸かわごえ脱炭素宣言」はほとんど知られ

ていない状況です。 

●地球温暖化対策を普及させるには脱炭素に貢献するまちづくりやライフスタイル・事業活動をさ

らに周知・発展させることが重要です。 

重点プロジェクトの概要 

「デコ活」や「デコ活」を促す事業活動の普及を通じて、脱炭素につながる暮らし方や事業活動の

普及、市域の温室効果ガス排出量を削減し、カーボンニュートラルの実現を目指します。 

重点プロジェクトの全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民 

行政 

事業者 

再生可能エネルギー・省エ

ネ家電・設備導入に関する

補助支援や診断支援、イベ

ントや出前講座の開催、情 

  報提供 など 

デコ活の実践 

（節電、断熱省エネ住宅の導

入、省エネ家電の選択、食

品の食べ切り・使い切り、マ

イバッグの持参、置き配 

 など） 

デコ活の実践 

（省エネ設備の選択、公共交

通機関や自転車の利用、テレ

ワーク など） 

再生可能エネルギーや環境性

能に優れた自動車の利用・ 

販売 など 

取組の実践・提案 

情報収集・提供 

取組支援 

情報収集、提供 

環境に配慮したサービス・製品の選択・

購入、取組支援、情報収集・提供 

環境に配慮したサービス・製

品の提供、情報収集・提供 

 

環境に配慮したサービス・製品

の選択・購入、情報収集・提供 

環境に配慮したサービス・製品の

提供、情報収集・提供 

カーボンニュートラルの実現 

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

小江戸かわごえ脱炭素宣言
テキスト注釈
川越市が脱炭素社会実現に向けて取り組むことを表明した宣言のこと。本市は国や他の自治体とともに「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会を目指し、市民・事業者・民間団体と力を合わせて地球温暖化対策に取り組んでいくこととしている。

デコ活
テキスト注釈
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称。CO₂排出削減を目指しながら、快適で持続可能なライフスタイルを広げることを目的としている。
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取組方針 

再生可能エネルギー・省エネ家電・設備導入に関する補助支援 

市民及び事業者を対象に再生可能エネルギー・省エネ家電・設備導入に関する補助支援や診

断支援、情報提供などを通じて、家庭や事業所の徹底した省エネ対策と再生可能エネルギーの普

及を図ります。 

脱炭素につながる暮らし方に関する普及啓発の推進 

市民を対象として多様な媒体を活用した情報発信やイベント、出前講座などにより、生活をより

豊かに、より快適・健康で温室効果ガス削減目標も同時に達成する新しい豊かな暮らし「デコ活」

の普及啓発を進めます。 

脱炭素につながるビジネスの普及促進 

事業者への様々な情報提供や取組の表彰などを通じて、事業活動の脱炭素化を図るとともに

市民の「デコ活」を促すビジネスや活動（マイバッグ持参や食べきりに関する啓発、ZEH・ZEB や

環境性能に優れた自動車、太陽光発電の販売促進、省エネ診断支援など）の普及を促進します。 

取組の波及効果 

・食べ残しゼロやリユース品の購入などごみの削減や資源循環に関する取組の普及により、サーキ

ュラーエコノミーの実現につなげます。 

・再生可能エネルギーの導入や ZEH・ZEB、環境性能に優れた自動車の普及により、快適に暮ら

せるまちづくりや災害に強い持続可能なまちづくりにつなげます。 

・ZEH・ZEB や環境性能に優れた自動車などの需要拡大により、これらに関する雇用の創出につ

なげます。 

 

 

 

  

TOPIC 快適でお得な ZEH・ZEB 

ZEH（ゼッチ）、ZEB（ゼブ）はそれぞれ、net Zero Energy House、net Zero 

Energy Building の略語で、住宅・建物の高断熱化、高効率設備による省エネルギーで

消費エネルギーを減らすとともに、太陽光パネルなどでエネルギーを創ることで、年間のエ

ネルギー消費量が概ねゼロ以下になることを目指した住宅・建物のことを言います。 

 

 

 

 

 

 

ZEH・ZEB は、断熱性や設備の効率化を高めることで、夏は涼しく冬は暖かいという快

適な室内環境を保ちながら、蓄電システムを備えれば、停電した時にも電気を供給できるな

ど、災害に強い家・建物としても力を発揮できます。さらに、温度差のある部屋の間を移動

した時に起こりやすいヒートショックのリスクが低減されるなど、健康面のメリットも期待で

きます。 
出典：ZEH･LCCM 住宅の推進に向けた取組（国土交通省） 

ZEB（ゼブ）
テキスト注釈
「Net Zero Energy Building」の略称。外皮の断熱性能等の大幅な向上、高効率な設備システムの導入によって、室内環境の質を維持しつつ大幅に省エネルギー化した上で、再生可能エネルギーを導入することで、年間のエネルギー消費量の収支を概ねゼロとすることを目指した建築物のこと。

ZEH（ゼッチ）
テキスト注釈
「Net Zero Energy House」の略称。住宅の高断熱化や高性能設備の導入によって、快適な室内環境を維持しつつ大幅なエネルギー消費量の削減を行うと同時に、太陽光発電などによって創られたエネルギーを活用することで、年間のエネルギー消費量の収支を概ねゼロとすることを目指した住宅のこと。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。

デコ活
テキスト注釈
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称。CO₂排出削減を目指しながら、快適で持続可能なライフスタイルを広げることを目的としている。
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TOPIC 国民運動「デコ活」で新しい豊かな暮らしへ 

「デコ活」とは、令和３２（２０５０）年カーボンニュートラル及び令和１２（２０３０）年度削減目標

の実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押しするための国

民運動です。また、二酸化炭素を減らす脱炭素（Decarbonization）の活動・生活と、環境に

良いエコ（Eco）な活動・生活を組み合わせた造語でもあります。 

この新たなライフスタイルの普及には市、市民、事業者及び民間団体の連携が重要となって

います。 

 

■脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの 10 年後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 デコ活アクションの推進や脱炭素につながる製品・サービス

の提供、デコ活宣言 など 

 

デコ活の必要性やデコ活に関する情報の発信 など 

暮らしが快適・

お得になるデコ

活 の 具 体 的 な

取組例は、 

次ページ参照 

デコ活（環境省） 

事業者 

市役所 

 

デコ活アクションや脱炭素につながる行動の推進 など 

市 民 

出典：デコ活（環境省） 

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。
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TOPIC 国民運動「デコ活」にチャレンジ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定版 p87 市が中心となって取り組む主なものの削減量から算出 

出典：デコ活（環境省） 

 

 

 市 民 

事業者 

断熱リフォームで 

冷暖房を節約 

洗濯物はなるべく 

自然乾燥で 

図書館やお店で過ごして

涼しさをシェア 

（川越ひと涼み処） 
年間で 

950.44 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/年 

の削減効果 

１日当たり 

3.59 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

１回当たり 

1.05 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/回 

の削減効果 

リユース品の靴をネットや 

アプリで購入・利用 

再生材を使用した衣服を

購入・利用 

リユース品の衣類をネット

やアプリで購入・利用 

ECO 

１足当たり 

15.3 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/足 

の削減効果 

１着当たり 

9.48 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/着 

の削減効果 

１着当たり 

2.91 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/着 

の削減効果 

使えそうなプラスチック収納や

家具は廃棄でなくリサイクルに 

あまった食品を 

フードドライブに寄附 

生ごみをコンポストで 

堆肥化 

１個当たり 

19.2 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/個 

の削減効果 

１日当たり 

0.05 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

１日当たり 

0.01 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

旬の野菜や果物を食べる 食べ残しせずに 

食べきる 

牛肉（海外）の代わりに魚

（国産）を食べる 

１個当たり 

0.1 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/個 

の削減効果 

１食当たり 

3.66 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/食 

の削減効果 

１日当たり 

0.01 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

自動車での帰省を 

たまにはオンラインで 

EV のレンタカーを 

利用する 

宅配便を１回で受け取る 

１回当たり 

78.32 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/回 

の削減効果 

１回当たり 

0.18 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/回 

の削減効果 

１回当たり 

7.82 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/回 

の削減効果 

複合機はスリープモード 

に設定 

労働時間内で業務を

完了し定時退社 

夏場はクールビズを実施 

１日当たり 

0.41 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

１日当たり 

0.31 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

１日当たり 

0.11 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

オフィスの断熱化で冷暖房を節約 自宅でリモートワーク 最寄りのシェアリング 

オフィスを利用 

１日当たり 

9.24 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

１日当たり 

1.8 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

通勤でバス利用 エコドライブの徹底 通勤で電車利用 

１回当たり 

2.86 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/回 

の削減効果 

１回当たり 

4.43 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/回 

の削減効果 

１日当たり 

0.34 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/日 

の削減効果 

脱炭素を実現するには事業活動（業務部門）から排出される二酸化炭素を２万 t※減らさなければい

けないんだ。下図の取組を全ての事業所が行えば目標の半分を達成できるよ。 

年間で 

950.44 
ｋｇ-ＣＯ２ｅ/年 

の削減効果 

脱炭素を実現するには私たちの生活（家庭部門）から排出される二酸化炭素を２万５千 t※減らさな

ければいけないの。下図の取組を市内全ての家庭が行えばすぐ達成できるわ。 

※ＣＯ２ｅとは、二酸化炭素に換算した場合の排出量のこと。 
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重点２ サーキュラーエコノミー（循環経済）推進プロジェクト 
 

重点設定の背景 

●国の第五次循環型社会形成推進基本計画では、循環型社会の形成には一方通行型の線形経

済からサーキュラーエコノミーへの移行が鍵と明記されており、県でもサーキュラーエコノミーを

大きな重点項目として位置付け、ビジネスモデルへの支援や県民の意識醸成を実施していま

す。 

●食品ロスの削減は、国の第六次環境基本計画の重点戦略の一つ「心豊かな暮らしを目指すライ

フスタイルの変革の取組」の中の一つに掲げられています。 

●本市においては小売や飲食サービス業が多く、食品ロスとの関係性が高いこと、また、アンケー

トにおいて分別に次いで食品ロスの削減が求められていることから、さらなる食品ロス削減を進

めて行くことが重要となっています。 

●また、プラスチックにおいても、直面する環境の危機の１つとして海洋プラスチックごみなどによ

る「汚染」が挙げられています。プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書の策定に

向けて政府間交渉委員会が開催されたことやプラスチック製品の資源循環を促す新たな法律

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されたことを受け、本市でも対応

が求められています。 

重点プロジェクトの概要 

材料の調達や生産から購入、廃棄までの全過程において、食品ロスや使い捨てプラスチックの

発生抑制と廃棄物の適正処理、資源化などを図り、サーキュラーエコノミーへの移行や海洋汚染

防止につなげます。 

重点プロジェクトの全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

■行政 

・環境ラベル活用に関する啓発など 

 

■事業者 

・環境に配慮した製品や 

サービスの開発・提供 

・製品の長寿命化 など 

の実現

原材料 

製 品 

利 用 

リサイクル 

■行政 

・地産地消に関する啓発など 

 

■事業者 

・環境に配慮した素材

（地元産、再利用可

能、環境ラベル商品

など）の利用 など 

■行政 

・フードドライブの実施 

・処理施設の整備や維持管理 など 

 

■市民 

・生ごみの堆肥化、資源

回収への協力 など 

 

■事業者 

・自社製品の自主回収・

再資源化 など 

■共通 

・グリーン購入 

■行政 

・環境に配慮した製品・サービスに

関する情報提供・意識啓発 など 

■市民 

・環境に配慮されたサ

ービスの利用 

・フードドライブへの

協力 など 

■事業者 

・使い捨てプラスチックや食品ロス

削減などに関するキャンペーンや

イベントの開催 など 

■行政 

・食品ロスや海洋プラスチックご

みに関する情報提供・意識醸成 

・先進事例の情報収集・発信 

・各主体との交流・連携 など 

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

グリーン購入
テキスト注釈
製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。
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取組方針 

食品ロスや海洋プラスチックごみに関する情報提供 

食品ロスの現状や環境ラベル、私たちの暮らしと海洋プラスチックごみのつながりなど食品ロス

やプラスチックごみを減らす意識の醸成につながる情報を多様な媒体を活用して発信します。 

処理施設の適正な整備・管理・運営 

資源化センターなどの処理施設において、適正な整備を進めるとともに維持管理の効率化を図

り、市内の持続可能な廃棄物の処理体制を確保します。 

民間事業者等と連携した取組の強化 

人が多く集まる公共施設において、フードドライブを実施するとともに、民間事業者等との連携

により食品ロス削減対策を加速させます。 

小売店や飲食店による取組の強化 

市内の小売店や飲食店による使い捨てプラスチックや食品ロス削減に関するキャンペーンやイ

ベントなどを周知し、食品ロス削減やプラスチックごみ削減対策を加速させます。 

サーキュラーエコノミー普及に向けた取組の推進 

サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ事業に参加し、市、市民、事業者及

び民間団体、大学機関による情報交換の場としての活用を図ります。また、先進事例の情報収集

や専門的な知見を有する人材との交流などを通じてサーキュラーエコノミー普及に向けた取組を

推進します。 

取組の波及効果 

・ごみの減量・資源化により廃棄物部門の温室効果ガス排出量を削減することで、脱炭素社会の

実現につなげます。 

・使い捨てプラスチックの削減によりポイ捨てごみが減り、海の生物多様性の保全につなげます。 

・小売店や飲食店の取組を普及させることで他地域との差別化を図り、商店街や地域の魅力向上

や地域活性化につなげます。 

TOPIC フードドライブで人も地球もハッピーに 

フードドライブとは、「特売で買い過ぎてしまい、食べきれない食品」「お中元等のいただ

きもので手を付けていない食品」など、家庭で処分できずに余っている食品を回収し、食べ

物を必要としている人たちを支援する団体等へ寄付する活動のことです。 

川越市でもつばさ館や本庁舎で実施しており、令和６（２０２４）年度はお米・缶詰・瓶詰な

ど合計２６３点の食品が集まりました。 

 

 

 

 

 

 

●回収した食品例 

・賞味期限が明記・賞味期限が３か月以上ある 

・常温で保存可能なもの（肉や野菜などの生鮮食

品、冷蔵及び冷凍食品は不可） 

・未開封であるもの 

・包装や外装が破損していないもの 

・包装や外装を他のものに移し替えていないもの 

●具体的な食品例 

お米、乾麺、缶詰、瓶詰、インスタント及びレトルト

食品、フリーズドライ食品、乾物（のり、ふりかけ、

お茶漬けなど）、調味料、菓子類、飲料（アルコー

ル類除く）、ギフトパック 

（お歳暮、お中元等の贈 

答品など） など 

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。
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重点３ 生物多様性や地域資源の見える化・活用プロジェクト 
 

重点設定の背景 

●世界が直面している環境危機の１つに「生物多様性の損失」が挙げられています。 

●本市の生物多様性の状況を把握するため、市民参加によるかわごえ生き物調査や水生生物調

査などを継続的に実施しており、蓄積したデータの効果的な活用が求められています。 

●生物多様性を保全するには、こうした生き物調査の機会を積極的に活用するとともに蓄積した

データを見える化して、今後の保全活動や地域活性化などに活用していくことが重要です。 

重点プロジェクトの概要 

多様な世代が参加する生き物調査や蓄積したデータの GIS（地理情報システム）化と活用を通

じて、参加者の生物多様性に関する知識や意識の醸成、効果的な生物多様性の保全、観光への

活用などを図ります。 

重点プロジェクトの全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針 

生き物調査の推進 

従来の調査体制から新たに将来を担うこどもから高齢者まで多様な世代を巻き込み、生き物調

査や環境保全活動を行うことで、参加者の生物多様性に関する知識や環境保全意識の醸成を図

ります。 

 

  

GIS 化 
生き物情報 

希少種・外来種情報 

公園・景観位置 

鳥獣被害状況 

歴史・文化資源位置 

公園 希少種 外来種× × 

公園周辺に分布する外来
種や希少種が多く見つか
っているエリアの外来種
を重点的に駆除 など × 
歴史・文化資源 

社寺など観光スポット
周辺で見られる生き物
情報をマップで公開 

など 

生き物調査 × 

活 

用 

かわごえ生き物調査 自然共生サイトの登録支援 

多様な世代の参加 

蓄積した多様なデータ 

生物多様性に関する知識や

環境保全意識の醸成 

地域の人材の活用 

地域や事業者の取組支援 

川越市生物多様性地域戦略 
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自然共生サイトの登録に向けた啓発推進 

団体や事業者が主体となった生物多様性保全活動の促進や新たなホットスポット（多様な生き

物が生息・生育する貴重な場所）の創出・保全に向けて、自然共生サイトに関する情報発信や相談

窓口の設置など自然共生サイトの登録に向けた支援を推進します。 

蓄積した多様なデータの見える化 

これまで実施してきた生物調査の結果や鳥獣被害状況、観光資源など蓄積したデータを見える

化するため、大学や事業者と連携して GIS 化を進めます。 

蓄積したデータの利活用の促進 

GIS 化した生物多様性や地域資源のデータを活用し、外来種・野生鳥獣被害対策や希少種の

保全対策を効果的に実施します。また、環境保全に限らず観光資源としての活用も検討します。 

取組の波及効果 

・生物多様性や地域資源の見える化を通じて、観光資源やグリーンツーリズムへの活用など地域

の魅力向上や地域活性化につなげます。 

・データの収集・見える化を通じて、環境保全を担う人材の育成、多様な世代の交流促進につなげ

ます。 

  

 

 

  

TOPIC 自然共生サイトってなに？ 

「自然共生サイト」は、環境省が令和５（２０２３）年度から認定している民間企業や個人な

どの取組によって、生物多様性の保全が図られている場所のことです。 

令和６（２０２４）年現在、全国での認定サイト数は３２８箇所あり、県内は９箇所、川越市内

は１箇所が認定されています。 

 

企業や神社の森、大学のキャンパス、里地里山、都市部の緑地など様々 

 

地域の魅力向上につながり、環境保全への貢献をアピールできるなどイメージアップにつ

ながります。また、認定サイトの管理活動に対する国の支援も受けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：30by30（環境省） 

■自然共生サイトに認定されている身近な場所の例 

三富今昔村 （三芳町、所沢市、川越市 8.4ｈａ） 

地域の生物多様性保全に貢献するとともに、

こどもも大人も心地よい自然にふれあえる体

験型環境教育フィールドを提供 

ICU 三鷹キャンパスの森 （東京都三鷹市、57.24ｈａ） 

豊かな自然を有する国際基督教大学及び国際

基督教大学高等学校の教育研究の場として、

また地域の生物多様性保全に貢献 

どんな場所が自然共生サイトに？ 

自然共生サイトに認定されると？ 

川越市生物多様性地域戦略 

グリーンツーリズム
テキスト注釈
農山漁村地域において、その土地ならではの自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。

30by30（サーティ・バイ・サーティ）
テキスト注釈
2030年までに地球上の陸域と海域の少なくとも30％を保全・保護することを目指す国際的な目標のこと。
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重点４ 環境施策を支える基盤づくりプロジェクト 

 

重点設定の背景 

●多様化する環境問題の解決には市、市民、事業者及び民間団体の連携が不可欠であり、国の

第六次環境基本計画の施策の一つとして環境教育や ESD、協働取組の推進が示されていま

す。 

●アンケートによると、樹林地や農地を保全したりするボランティア活動に常に取り組んでいるのは

２．４％程度に留まっており、参加者を増やすことが重要となっています。 

●また、人づくり分野で優先すべき取組として将来を担うこどもたちの環境意識の向上や市内の

環境の現状や様々な環境問題についての情報発信が挙げられており、これらへの対応が求め

られています。 

重点プロジェクトの概要 

環境保全活動などについて学ぶ機会や実践する場の提供を通じて、環境保全活動の普及・拡

大や環境意識の醸成を図ります。また、将来を担うこどもについて環境教育や環境保全活動への

支援などを通じて環境保全活動を担う人材の育成・確保を進めます。 

重点プロジェクトの全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針 

環境保全活動などについて学ぶ機会や実践する場の充実 

環境に関するイベントや出前講座、生物調査などを通じて環境について学ぶ機会の充実を図る

とともにつばさ館や公民館、児童館など環境情報発信拠点の積極的な利活用を推進します。 

多様な媒体を用いた情報の発信 

若者や親子、年配者など環境情報を見てもらいたいターゲット別に情報の発信方法を変えるな

ど、多様な媒体を活用して、市民の目につきやすく分かりやすい情報の発信・提供に努めます。 

  

SDGs やウェルビーイングの実現 
・心ゆたかな暮らしの普及 

学ぶ機会や実践する場、情報の提供 
・多様な媒体を用いた環境情報の提供 
・イベントや出前講座の開催、つばさ館や公民館などの利活用 など 

環境教育や環境保全活動等の取組支援 
・環境教育の充実 
・環境保全活動の支援 
・地域資源を活用した取組の支援 など 環境施策を支え

る市民・将来を担

うこども 

（その他多様な取組の推進） 

第二次川越市環境教育等行動計画 

川越市生物多様性地域戦略 

ESD（イーエスディー）
テキスト注釈
「Education for Sustainable Development」の略称で、持続可能な開発のための教育のこと。現代社会の問題を自らの問題として主体的に捉え、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保できるよう、身近なところから取り組むことで、問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたらし、持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学習・教育活動のこと。

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。
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環境教育や環境保全活動等の取組支援 

体験学習の推進や教員の指導力強化など学校における環境教育を充実させ、将来を担うこども

の環境意識醸成を図ります。また、市民、事業者及び民間団体の環境保全活動や地域資源の活用

につながる取組への多様な支援を行い、活動の拡充や環境活動を担う人材の育成につなげます。 

取組の波及効果 

・環境保全活動などについて学ぶ機会や実践する場の提供、活動の支援を通じて、自然環境の保

全や脱炭素につながるライフスタイルの普及などにつなげます。 

 

  

TOPIC 環境保全につながるイベントに参加しよう！ 

川越市では、市内の環境の現状と保全活動の大切さを学び自主的に環境活動に参加す

る人を増やすため、環境に関する様々な講座や調査、イベントを実施しています。 

気になるものがあれば積極的に参加してみませんか。 

 

■市民の参加が可能な環境取組・イベント例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しみながら環境も学びたい！ 

貢献したい！ 

●かわごえエコツアー 

●つばさ館まつり 

●星空観察の集い 

川越市エコチャレンジイベント 

主催者・参加者共に環境にやさしい取組

にチャレンジする催しを、「川越市エコチャ

レンジイベント」として認定しています。 

主催者は、認定マークをイベントのパン

フレットやホームページ等に掲載可能で、

環境にやさしい取組を PR できます。 

エコチャレンジ

イベントを開催

し て み ま せ ん

か。 

環境について知りたい！ 

●環境部出前講座 

公民館や学校などに市職員が出向いて

色々な環境をテーマとした講座を行う 

出前講座の詳細

（川越市） 

第二次川越市環境教育等行動計画 

川越市生物多様性地域戦略 

環境保全活動に参加したい！ 

●市民環境調査 

●市民参加による生物調査 

●クリーン川越市民運動 

エコチャレンジイベントの詳細 

エコツアー
テキスト注釈
自然環境や歴史・文化を体験し、学ぶとともに、地域の自然環境や歴史・文化の保全に責任を持つ観光の在り方のこと。エコツーリズムやグリーンツーリズムともいう。
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重点５ 環境施策を支え実践する企業づくりプロジェクト 
 

重点設定の背景 

●多様化する環境問題の解決には市、市民、事業者及び民間団体の連携が不可欠であり、国の

第六次環境基本計画の施策の一つとして企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の

主流化が示されるなど事業者が環境保全に担う役割は重要さを増しています。 

●CSR やサステナビリティを動機として環境問題に取り組むことは、環境保全に貢献するだけで

なく、企業価値を高めることにもつながります。 

●アンケートによると、他団体と連携した活動について、半数以上の事業者が「機会があれば活動

したい」と考えており、多様な主体と連携した活動を普及させる絶好のチャンスとなっています。 

重点プロジェクトの概要 

市内事業者が環境活動を推進するための体制づくりや制度の活用を通じて環境施策を支え実

践する企業の支援を図ります。また、環境ビジネスに関する取組の表彰や企業版ふるさと納税など

を通じて環境保全に取り組んでいる企業の価値向上を目指します。 

重点プロジェクトの全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針 

市内事業者の情報共有・連携の場づくり 

市内事業者が環境について情報の共有や活動のマッチングなどを進めるための場を整え、積極

的な活用を図ることで企業の環境保全活動を促進します。また、埼玉県 SDGs パートナー登録制

度への登録を促し、出前授業や講座への講師派遣や協力を促します。 

企業の環境保全活動等の取組支援 

企業の環境保全活動を促進するため CSR 活動や環境ビジネスなどの事例を多様な媒体を用

いて発信します。また、環境ビジネスに関する取組の表彰や企業版ふるさと納税の運用などを通じ

て市内企業の価値向上につなげます。 

環境保全活動に関する取組支援を行う際には、対象活動ごとに実績報告を求めるなど、取組内

容が実態を伴っているか確認に努めます。また、市民に対しても、環境に良い行動や取組に関する

正しい知識を周知・啓発し、環境保全活動への理解と協力を促進します。 

活用 

普及 

SDGs やウェルビーイングの実現 
・環境ビジネスの普及 
・企業の価値向上 など 

市内事業者の情報共有・連携の場づくり 
・情報共有・連携する体制の構築 
・埼玉県 SDGs パートナー登録制度への登録・活用 など 

環境保全活動等の取組支援 
・取組事例や関連情報の提供 
・埼玉県 SDGs パートナー登録制度への登録・活用 
・企業版ふるさと納税の運用 
・取組の表彰 など 

市内の多種多様

な事業者 

第二次川越市環境教育等行動計画   

川越市生物多様性地域戦略   

CSR（シーエスアール）
テキスト注釈
「Corporate Social Responsibility」の略称で、企業の社会的責任のこと。企業活動において、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、従業員、投資家、地域社会などの利害関係者に対して責任ある行動をとるとともに、説明責任を果たしていくことを求める考え方。

CSR（シーエスアール）
テキスト注釈
「Corporate Social Responsibility」の略称で、企業の社会的責任のこと。企業活動において、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、従業員、投資家、地域社会などの利害関係者に対して責任ある行動をとるとともに、説明責任を果たしていくことを求める考え方。

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。
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取組の波及効果 

・環境ビジネスの推進を通じて、企業の価値向上や新規雇用の創出、緑の保全、市民の脱炭素ラ

イフスタイルの普及などにつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOPIC  SDGs に取り組んでいる証、 

埼玉県 SDGs パートナー登録制度 

埼玉県 SDGs パートナー登録制度とは、SDGs の取組を自ら実施、公表する県内企業・

団体等を「埼玉県 SDGs パートナー」として県が登録する制度のことです。 

令和７（２０２５）年３月末時点で１,９２３者（うち、本市は１２２者）の企業・団体が登録され

ています。 

制度に登録すると、以下のメリットを受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「既に SDGs に取り組んでいる」「SDGs に取り組んでいる証がほしい」と考えている企

業や団体におススメの制度となっています。 

出典：埼玉県 SDGs パートナー（埼玉県） 

●登録証が付与されます。 

●専用ロゴマークが使用できます。 

●県ホームページ等でSDGsの取組をPRできます。 

●埼玉版 SDGs 推進アプリへの PR 動画を掲載でき

ます。 

●産業創造資金（県制度融資）が利用可能になりま

す。 

第二次川越市環境教育等行動計画 

川越市生物多様性地域戦略 

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。
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